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　2011 年 3 月 11 日発生した東日本大震災は地震自

体の大きさもさることながらその後発生した津波に

より前代未聞の被害をもたらした。死者・行方不明

者数は 18,520 名（2014 年 2 月、警視庁）、被害を

受けた住宅は 116 万戸にのぼり、1995 年の阪神淡

路大震災を超える甚大な被害を発生させた（表１）。 

震災発生 15 日後の 3 月 26 日、東京に本拠をおく東

京労働安全衛生センターと中皮腫・じん肺・アスベ

ストセンターは初めて被災地へ調査チームを派遣し

た。 調査チームは市街地の地震による建物の倒壊と

沿岸部の人、建物、車などを根こそぎにした凄惨な

津波被害の状況と膨大ながれきの中で行われている

捜索活動の様子を伝えた。津波で破壊された建物の

がれきには様々なアスベスト含有建材が混ざってお

り、また倒壊、半倒壊した建物にも大量のアスベス

ト含有建材が残されている。私たちは被災地でのア

スベスト対策の重要性を認識し、震災によるアスベ

スト含有建材の状況の調査と対策を目的として、東

京労働安全衛生センター、中皮腫・じん肺・アスベ

ストセンター、立命館アスベスト研究プロジェクト、

財団法人労働科学研究所、地震・石綿・マスク支援

プロジェクトなどのアスベスト対策に取り組む有志

と共に被災地へ入り活動を開始した。

　私たちは中越地震（2004 年）、中越沖地震（2007

年）でも被災地を訪ね、アスベスト含有建材の状況

を確認し、労働者、住民、ボランティア、地方自治

体への注意喚起を行ってきたが、今回の震災はこれ

らよりもはるかに広い範囲で甚大な被害を発生させ

ており、阪神淡路大震災をも超える被害をもたらし

た。現時点で阪神淡路大震災のがれき処理に携わり、

その後中皮腫を発症した４人がアスベスト曝露が原

因として労災認定を受けている。災害からの復興に

尽力し、十数年を経て町並みと人々の生活が戻った、

そのときに復興への努力が原因となって命を奪われ

てしまう、その悔しさはいかばかりか。阪神淡路大

震災だけでなく、アスベストが原因とされる中皮腫

による死亡者が年間 1,400 人に達し、今まさに現実

の被害が発生していることがアスベスト問題の重さ

を示している。

　震災による大津波は有史以来たびたび発生し、大

きな被害をもたらしてきたが、20 世紀後半大量にア

スベストが使用された結果、私たちの身近に残され

たアスベスト含有建材がここまで大規模に被災した

状況は歴史的に例がなく、未知の領域といえる。東

日本大震災では、震災と津波による自然災害の被害

にとどまらず、産業社会の中に潜んでいたアスベス

トが思わぬ形で顕在化するという、新たなかたちの

健康リスクを発生させた。福島第一原子力発電所の

I. はじめに

阪神淡路大震災1) 東日本大震災2)

死者・行方不明者（人） 6,437 18,520

負傷者（人） 43,792 6,147
住宅被害
（戸） 倒壊建物 104,906 127,290

半倒壊建物 144,274 272,788

一部破損他 390,506 761,856

住宅被害計 639,686 1,161,934
１）阪神・淡路大震災の被害確定について、2006、消防庁!
２）東北地方太平洋沖地震の被害状況と警察措置、2014、警察庁!

表１：阪神淡路大震災と東日本大震災の被害
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事故はその典型的な事例だが、アスベストなどの有

害物を含む大量に発生した建物、車両、構造物など

の災害廃棄物が新たなリスクの原因となり、復興の

大きな障害となり、その処理に３年を要している。

アスベストは 19 世紀から様々な産業で利用されて

おり、発がんリスクそれ自体はこれまでの研究によ

りかなりの部分が解明されている。しかし、そのリ

スクは大津波と複合することにより、新たなリスク

を発生させ、新たな手法によるリスク管理が求めら

れている、と見ることができる。

　一方、昨年 2013 年にはアスベストに関連する政

策転換のきざしがみられた年でもある。一つは環境

省による大気汚染防止法改正である。大気汚染防止

法はアスベスト除去時の漏洩を防止し、周辺住民の

アスベストばく露を予防するための規制で、５年ぶ

りに改正強化された。建物の所有者、工事の発注者

の責任を強化することが加えられ、枠組みを変える

という意味で大きな改正といえる。その背景には被

災地で多発する除去現場からの漏洩事故がある。二

つめは国土交通省による「石綿含有建材調査者」と

いう新たな建物と建材調査のための資格制度である。

これは厚生労働省の「石綿作業主任者」に続く２つ

めの公的資格制度で、調査についての初めての資格

制度の運用が始まった。 国交省は 2005 年のクボタ

ショック後社会資本整備審議会にアスベスト対策部

会を設置し、現在使用されている建築物のアスベス

トについて調査対策を検討し、2008 年 9 月にワー

キンググループを設け、そこでの検討結果を元に新

たな資格制度である石綿含有建材調査者の養成を決

めた。5 年をかけて準備された公的資格が注目され

ている。３つめは建材のアスベスト含有の有無を判

定する分析方法である JIS 法の改定である。これに

より日本独自の方法であった JIS 法に国際標準であ

る ISO 法が追加された。分析方法については、2006

年に制定された JIS A 1481 が、同時期に国際標準化

機構（ISO) で検討されていた方法と異なる点が指摘

されてきた。JIS 法と ISO 法では、アスベストの定義

が異なり、当然それにより分析結果に違いが現れる

という本質的な問題が生じている。これには経済産

業省と厚生労働省が関わっている。

　アスベストに関連する４つの省庁が同時期に調査

（国交省）、分析（経産省、厚労省）、除去（環境省）

の各分野において、新たな動きを見せたことになる。

これらの動きも震災のアスベスト対策との関連が深

い。

　私たちはアスベスト被害のない東日本大震災から

の復興をめざし、3 年間被災地のアスベスト対策に

取り組んできた。震災と津波の襲来、避難と人命救助、

がれきの回収、倒壊建物の解体、がれきの処理とい

うこの 3 年間の困難な一連の行程のなかで、アスベ

ストによるリスクはどうであったのか、対策として

何ができ、何ができなかったのか、教訓として何を

得たのか。これらの課題を追求した私たちの３年間

の活動を通じて得たものが今後の災害対策への指標

となること、そしてアスベストという私たちの社会

が直面しているリスクに対する向き合い方が震災を

機に深まることを期待して、この報告書を作成した。
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II. 背景

１）アスベストの特徴、輸入と使用の推移

　アスベストは石綿とも呼ばれるように「石」の「綿」

である。鉱物としての特徴として、固く強い、燃え

ない、摩擦に強く耐久性がある、薬品にも強いとい

う点があり、同時に形態は綿のように柔軟性があり、

加工しやすく、他のものとよく混ざる特徴がある。

吹付けアスベストはアスベストとセメントを混ぜて

鉄骨に吹付け施工することで、容易に鉄骨と密着し、

火災から鉄骨を守る。スレート板は、セメントとア

スベストを混ぜた材料を多層に重ねたものだが、セ

メントの粒子とアスベスト繊維の束が混ざることに

より、焼成しなくても強度と耐久性を出すことがで

きる。このような優れた特徴からアスベストは「奇

跡の鉱物」と呼ばれ、産業革命後の世界で 19 から

20 世紀を通じて使用された。

　日本ではアスベストを明治維新以来 100 年以上に

わたって使用してきた。今問題となっているアスベ

ストは 1960 年代の高度経済成長期以降に輸入され

たものだ。1970年代から80年代にかけて約20年間、

年間 30 万トン前後の大量消費期があり、1974 年に

は最高となる約 36 万トンが輸入されている。輸入

されたアスベストの総量はおよそ 1000 万トンとい

われる（図 1）。

　輸入されたアスベストの用途は、全てが正確に把
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握されてはいないが、日本石綿協会の資料によれば、

８割から９割が建材として使用され、その大部分は

スレートなどの石綿セメント板に使用された。ほと

んどの石綿含有建材は未だ私たちの身の回りにあふ

れており、特に建物には大量のアスベストが残され

ている。アスベスト含有建材は 44 種類 2219 製品

が確認されており 1)、2004 年の建材までアスベスト

を含有していた可能性がある。多くのアスベスト含

有製品は 1960-80 年代にアスベストを含有させて製

造され、その後発がん性が問題となる中で、含有し

ない、また含有率を減らした製品に変わっていった。

そのため同じ種類、商品名の製品であっても製造年

によってアスベストを含有する製品と含有しない製

品があり、分析しなければアスベスト含有の有無が

分からないという問題点がある。

　目に見えない微細な繊維状のアスベストの粉じん

の曝露（呼吸によって吸い込むこと）によって、非

常に長い潜伏期間の後で肺がん、中皮腫などの重篤

な病気を引き起こすことから、日本では 2004 年 10

月に基本的な建材へのアスベストの使用は禁止され、

2012 年 3 月には全面的に禁止された。しかし現在

も大量のアスベスト含有建材が建物に残されており、

解体時などに力が加わることによって、それらから

アスベストの粉じんが発生する。粉じんに曝露する

ことによりじん肺、肺がん、中皮腫などの健康影響

が発生すると考えられている。アスベストの建康へ

の危険性の特徴は、①大量に残されている、身近に

存在する、②加工などの力が加わることにより容易

に粉じんが発生する、③潜伏期間が非常に長く、重

篤な病気を引き起こす、④閾値（ここまでの曝露濃

度ならば病気をおこさないという基準）がない、そ

して次節に述べるように⑤現実の大きな被害を発生

させていることにある。

2) アスベストの被害の顕在化

　日本におけるアスベスト被害の被害は、2005 年

の「クボタショック」を契機に広く知られるように

なった。1960 年代にアスベスト水道管を製造して

いたクボタ旧神崎工場では、働いていた労働者だけ

ではなく、周辺住民にも中皮腫（アスベストのみが

原因とされる悪性腫瘍）を発生させていたことが報

道され大きな衝撃を与えた。2012 年には被害者は

262 人にのぼっている 2）。住民は工場労働者より

もアスベストの曝露量は少ないはずだが、そのよう

なばく露であっても公害のように周辺住民に大きな

被害を発生させ、しかも記憶にないほどの過去の曝

露によって死に至る重篤な病気に罹患してしまうこ

とはアスベストの不気味な特徴を現している。人口

動態統計による中皮腫の死亡数は統計を取り始めた

1995 年以降増加し続けており、500 人（1995 年）

から 1,400 人（2012 年）17 年間で 2.8 倍に増加し

ている（図１）。1995 年以降の中皮腫の死亡者数は

1 万 6 千人を超えている。東京労働安全衛生センター

では様々な労働災害の相談を受ける活動を行ってい

るが、2000 年代に入り、それまではほとんどなかっ

た中皮腫の相談が増加したことから、他の NPO と協

力して、新たに 2003 年「中皮腫・じん肺・アスベ

ストセンター」を設立した。アスベストの疾患は中

皮腫だけではなく肺がん、アスベスト肺なども引き

起こす。これら２つの疾患を合わせると年間数千人

がアスベストの病気で死亡しており、それは今後も

増加し続けることが予想される。これまでの石綿使

用による中皮腫の死亡者数は 2030 年にピークに達

し、全体で 10 万人にのぼる将来予測もある 3)。こ

のようにアスベストは今まさに多くの被害を発生さ

せており、今後もそれは増加すると予想されている。

しかし今後数十年間にわたって発生する被害は過去

の曝露によるものであり、今後の曝露による被害は

未知数である。

3) アスベストの規制の現状

　現在、建材などとして大量に残されている発がん

物質としてのアスベストに対しては、複数の省庁に

よるいくつかの法律により規制が設けられている。

既存石綿含有製品の対策では、①調査（どこにある

のか把握すること）、②分析（石綿含有の有無の確認）、

③管理（除去されるまで飛散しないように管理する

こと）、④除去（飛散させずに除去すること）、⑤廃

棄（運搬、処理、処分場での飛散防止）の５つの段

階での管理が求められる。

　法規制は複数の省庁が管轄することになり、表 2

に示すように、建物管理、労働者保護、大気環境規

制の観点からそれぞれの法律が規制している。その

ためアスベスト含有建材のある建物の解体工事では
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複数の届出を行わなければならず、また地方自治体

の条例もあり、繁雑な手続きが必要となる。

　またアスベスト含有建材には様々な種類があり、

「アスベスト含有建材データベース」1) では 44 種類

の建材が挙げられている。これらの建材は飛散性が

高いもの（国際的には Friable: 易損、日本では「飛

散性」）、飛散性の低いもの（国際的には Non-Friable:

非易損、日本では「非飛散性」）に分類されているが、

これも省庁によって分類と名称が異なる。

①調査

　増改築を繰り返す建物の石綿調査は難しいとされ

ているが、2005 年施行された石綿障害予防規則で

は、建物の解体工事の前に石綿含有建材の有無を確

認するために「事前調査」を義務付けているものの、

その調査方法、記録様式、資格については規定がな

かった。厚生労働省は 2012 年 5 月「建築物等の解

体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技

術上の指針」を公示として発し、その解説を公開した。

その中で事前調査ができる者として「日本アスベス

ト調査診断協会に登録されたアスベスト診断士」を

挙げた。しかし、この通達に対してアスベストの被

災者団体などは、過去にアスベストを普及させてき

た団体の資格制度であり、社会的なモラルに反する

と抗議し、撤回を求めている ( 毎日新聞 2012.7.18)。

　一方、国土交通省では 2007 年の総務省による民

間建築物の石綿含有建材の調査の促進のための調査

法の検討指示を受けて、社会資本整備審議会アスベ

スト対策部会同ワーキング・グループ（以下 WG）

において 2008 年から総合建設業、一級建築士、自

治体、建材分析、石綿除去業等の委員による多様な

検討が行われ、2013 年「石綿含有建材調査者」の

養成を開始した。　

②分析

　日本では、2006 年制定され 2008 年改訂された

JIS A 1481「建材製品中の石綿含有率測定方法」4)

が石綿障害予防規則に定められた分析方法だが、国

際的に通用している方法と異なる方法であり、石綿

の定義も国際的合意と異なり、また精度の面でも問

題点が指摘されていた 5)。ISO( 国際標準化機構）で

も 2012 年、製品中の石綿の定性分析方法が制定さ

れ 6)、ISO のワーキング・グループには日本からも

代表が参加し、日本独自の X 線回折法を ISO 法に取

り入れさせるべく奮闘したが採用されなかった ( 毎

日新聞 2012.6.24)。ISO 法の発効により JIS 法を改

定する必要が生じ、経済産業省と日本工業標準調査

会では国際基準の方法を採用する改定の準備を開始

している（毎日新聞 2013.8.1）。

　石綿の分析は、対策の入口であり、「含有あり」を

「なし」としてしまうと、即曝露事故につながり、「含

有なし」を「あり」とすると、不要な、多くの場合

高額の除去費用がかかることになる。米国の石綿分

析での技術認定プログラムでは年４回の試験試料分

析以外に日常的に精度管理が行われており、ミスが

1％を超えると資格を失うという厳しいものだ 7)。海

外では発がん物質である石綿分析のためにそれほど

厳しい管理が求められるが、日本では国際標準と異

なる分析方法が通用してしまい、精度管理も確立し

ていない状況にある。

③管理

　石綿含有建材は身の回りにあふれており、全てを

すぐに除去することは不可能だ。今後数十年にわたっ

て飛散と曝露を防ぐ管理が必要となるが、様々な建

法律 内容 対象 所管 実行する機関

労働安全衛生法 新規の輸入、使用などの禁止 レベル1,2,3 厚生労働省 労働基準監督署

石綿障害予防規則 石綿含有建材などの除去時の対策 レベル1,2,3 厚生労働省 労働基準監督署

建築基準法 建物改修時の吹付けアスベストの除去等 一部の吹付け材 国土交通省 地方自治体

建設リサイクル法 石綿含有建材のリサイクルの禁止 鉄骨等の付着物 国土交通省 地方自治体

大気汚染防止法 石綿含有建材などの除去時の対策 レベル1,2相当 環境省 地方自治体

廃棄物処理法 廃石綿などの処理方法 レベル1,2,3相当 環境省 地方自治体

表２：アスベストの規制の内容、対象、所管、実行機関
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材について管理する方法、いつどのような状態になっ

たときに除去が必要となるのか、等はほとんど検討

されていない。これに関連する法律は、石綿障害予

防規則の第 10 条の事業者の労働者の石綿粉じん曝

露防止義務についての規定のみだ。

　東京労働安全衛生センターなどが調査研究した

煙突用石綿断熱材からの通常使用時の石綿飛散が

2012 年 9 月の大気環境学会で発表された 8)( 毎日新

聞 2012.9.12)。

　煙突以外にも例えば石綿含有吹付け材が空調の経

路にある建物は常時風が当たることにより石綿が飛

散している可能性がある。またエレベーターシャフ

ト内の吹付け材も風や振動を受けて飛散する可能性

があるが、充分調査されておらず、管理の分野でも

対策はこれからといえる。

④除去

　石綿含有建材の中でも飛散性の高い吹付け材等の

除去については、石綿障害予防規則と大気汚染防止

法に規定されているが、不適切な工事、漏洩事故、

無届け工事などの問題事例がたびたび報道されてい

るのが現状だ。現行法では技能と熟練を要する吹付

けアスベスト除去業に資格免許制度がなく、誰でも

行い得るために技術を保証するものが何もなく、ア

スベストが完全に除去されたことの作業後の完成検

査も行われていない。吹付け材と比較して飛散性が

低い成形板等については石綿障害予防規則で除去時

に湿潤化などの対策が義務付けられているが、一部

の自治体を除いて届出や定常的な監視がなく正確な

実態さえ把握されていないのが現状だ。2013 年に

環境省は大気汚染防止法を改正し、建物所有者の責

任を強化し、自治体の立ち入り権限を拡大するなど

の規制強化策をとり、厚生労働省も 2014 年に石綿

障害予防規則を改正し、除去時の飛散防止対策の徹

底、煙突などレベル２建材によるばく露防止を追加

しており、規制強化の方向を打ち出している。

⑤廃棄

　環境省が所管する廃棄物処理法では、吹付け石綿

などの廃棄物を「廃石綿等」の特別管理産業廃棄物

として管理型または遮蔽型処分場で処分すること、

それ以外の成形板等は産業廃棄物として処理するこ

とが規定されている。廃棄物処理法は「廃石綿等」

の不法投棄などの悪質な違反事業者には最高３億円

の罰金を課すなどの厳しい法律だが、解体現場や中

間処分場で石綿含有建材が他のものと混ざってしま

うこと、特に意図的ではない場合の監視は弱い現状

がある。石綿含有建材の廃棄については環境省国交

省の所管する建設リサイクル法は、建材のリサイク

ルを進めるための法律だが、石綿は逆にリサイクル

してはならない建材である。リサイクル対象とそれ

をしてはならない建材が建物には複雑に混在してい

るが、建設リサイクル法では、吹付け石綿などの「付

着物」としての石綿の除去を確実にすることのみを

うたっており、成形板等の確実な分別と混入防止に

ついての規定はない。2009 年埼玉県さいたま市の

市民グループの調査によって明らかになった再生砕

石中の石綿含有建材の問題は成形板等が解体現場な

どの「上流」で分別されないためにコンクリートガ

ラのリサイクル商品である再生砕石に広範に混入し

ていることを示した 9)10)。今後は再生砕石による土

壌汚染が問題となり、アスベストのライフサイクル

を終わらせることができない状況になる可能性があ

る。

建材の種類 代表的建材 厚生労働省 国際標準 環境省 国交省

吹付け材 吹付けアスベスト レベル1 Friable（易損） 飛散性
吹付け石綿、吹付けロックウ

ールのみを規制

保温材、断熱

材、耐火被覆板

配管保温材、煙突

用断熱材
レベル2 Friable（易損） 飛散性

成形板等
スレート板、ケイ

酸カルシウム板
レベル3

Non-friable（非

易損）
非飛散性

表３：アスベスト含有建材と分類
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III. 目的

　前章のようにアスベストは過去に大量に使用され

たことによる被害が今まさに顕在化しており、現実

の被害を発生させている物質であると同時に、私た

ちの身の回りに大量に残されていることから、それ

らの調査・管理・除去・廃棄の過程での安全を確保

することが今後の被害を最小にするために重要とい

える。しかし現状では、必ずしもそれが十分に行わ

れておらず、十分な対策への途上にある。そのよう

な中で東日本大震災が発生した。 震災と津波により

がれきと損傷を受けた建物が大量に残され、その多

くはアスベスト含有建材を含んでいる。今後これら

のがれきと建材の撤去と廃棄が行われる中でどのよ

うにアスベストが飛散し、どのようにアスベスト曝

露の可能性が生じるのかということは、世界的にも

これまでに経験したことがない。そのような未知の

領域のなかで人々のアスベスト曝露を予防する対策

を行う必要が生じた。この調査・活動では、いくつ

かの NPO、研究機関、大学、個人が協力した自主的

な活動により、被災地のアスベストの状況を把握し、

リスク評価を行いながら、その結果を元に住民、行

政機関とのリスクコミュニケーションを通じて、取

りうる対策を検討、提言し、協力しながら実践する

ことを目的として行われた。私たちの調査・活動は、

被災地のアスベスト含有建材の状況調査、気中アス

ベスト濃度測定、リスク評価、リスクコミュニケー

ション、リスク管理とその低減策の実行への支援で

あり、そしてこれらから今後起こりえる震災などの

災害対策への提言を示すことである。

写真 1：南三陸町での最初の調査（2011.4.10）
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IV. 方法

　この調査は参加型の方法を基本としている。かな

らずしもアスベストの専門家ではなくても、アスベ

ストに関心があり、被害を止めたいと考えている人

ならば誰でも参加でき、大学や研究機関からはもち

ろん、被災地の医療機関も、地域の石綿問題に取り

組む市民グループも、調査・分析会社や保護具メー

カーも、石綿の被害を受けた尼崎の人たちも加わっ

た。多くの人が参加するリスクコミュニケーション

を通じて自由に意見を交換しアイデアを出しながら

調査と対策が進められた。

　2011 年 4 月から 7 月までは宮城県と岩手県全域

の主な津波被災地をめぐり、気中濃度測定とアスベ

スト含有建材を含む建物の被災状況を調査した。し

かし広大な被災地全てをカバーすることは困難であ

ることがわかり、2011 年 12 月は宮城県石巻市に焦

点を絞り、2012 年度は女川町と気仙沼市へ拡大し

た。2013 年度は福島第１原子力発電所の事故によ

り建物の解体とがれきの処理が遅れている南相馬市

を含めた。

１．アスベスト含有建材の状況調査

　被災地でのアスベスト含有建材は、初期の段階で

津波により破砕され、土砂などと混ざってしまった

もの（津波堆積物）と（半）倒壊した建物に残され

たもの（災害廃棄物）がある、それらのがどのよう

な状況にあるのか調査し把握することが必要である。

その過程ではアスベスト含有の有無の分析が必要だ

が、前章でしたように分析上の問題点があり、被災

地で可能な迅速な分析方法を検討する必要も生じて

いる。復興の過程で（半）倒壊建物の解体が行われ

るが、その中でのアスベスト含有建材の取り扱いと

処理方法もアスベストのリスクと大きな関連がある。

また空気中のアスベスト繊維濃度の測定によりアス

ベストのリスクを把握することも重要だ。以上の観

点から次の方法を検討し実践した。　

１）巡視調査とマッピング

　2011 年の調査では巡視調査として、被災地域を

巡視しながらアスベスト含有建材の状況を記録し、

可能な限り材料を収集し、気中アスベスト濃度測定

を実施した。宮城県と岩手県のいくつかの地域を巡

視し、特に危険性の高い吹付けアスベストなどの吹

付け材について調査し、危険箇所を自治体に連絡し

た。しかし被災地全域を網羅して系統的な調査を行

うことは私たちの小さい NGO には不可能であり、

2012 年からは地域を絞り調査を行うようになった。

　2012 年は調査範囲を宮城県石巻の市街部に絞り、

マッピングという手法を加えて調査を実施した。被

災地の建材にアスベストが含有しているかどうかは

分析しなければ正確にはわからないが、含有の可能

性が高いもの、また含有している場合に特に注意が

必要な建材を目で見て判断することはできる。被災

地を見て回り、アスベストの危険性が高く、目で見

て判断できるものをピックアップした。その際に特

に注意したのは、吹付け材、煙突、波板スレート材

であった。吹付け材は、飛散性が高く解体工事の際

には特別な飛散防止対策をとらなければならず、リ

スクが高い建材である。調査では吹付け耐火被覆（写

真 2）のように露出していて飛散する可能性が高い

ものをチェックした。吹付け材にはアスベストを含

まないものも多く、分析しなければ含有の有無は分
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からないため、解体の際には必ず分析しなければな

らない。また、建物に付随する煙突（写真 3）には

内側にアスベストを使用した断熱材が施工されてい

る場合がある。これも飛散しやすい材質の製品があ

るとともに、通常の建物解体時の事前調査で見逃さ

れることがあり、注意が必要な部位の一つといえる。

輸入されたアスベストの半分以上はスレート板に使

用されていることから、スレート板は大量に残され

ている建材だ。写真 4 のように倉庫や工場では波板

スレートが使用されることが多く、被災地でも大量

に残されている。吹付け材と比較して固く壊れにく

いものの、切断や研磨、破断されるとアスベストが

容易に飛散する。スレート材は 2004 年製造のもの

までアスベストを含有しており、特に波板スレート

はほとんどのものが石綿を含有していた。また目視

によりアスベスト含有の有無を判断することが可能

なものもある。以上から、建物の外部から確認する

ことができる吹付け材、煙突、波板スレートの３種

類をマッピングの対象とし、一定の範囲で確認し、

地図上に記録した。

　これらの調査には多くのボランティアが参加し、

アスベスト含有建材についての知識とルーペによる

アスベスト含有建材の見分け方を習得しながら実施

した。また調査の過程で、建物の所有者、作業者な

どの方から話を聞くこと、アスベスト含有建材の破

砕などの危険な状況が見られた場合の注意喚起、マ

スクの配布なども行いながら調査を進めた。

２）アスベスト含有分析

　被災地で観られたアスベスト含有が疑われる建材

については、その状況を記録し、可能な場合は採取

し、ISO22262-16) の方法でアスベスト含有の有無を

分析した。被災地での分析は迅速性が要求されるた

め、ルーペなどの低倍率の目視での分析の精度も検

討し、住民への説明会、労働者教育の中で活用した。

３）気中アスベスト濃度測定

　調査により、アスベスト含有建材が多く、リスク

の高い場所が判明した場合、その周辺の空気中のア

スベスト濃度を測定した。アスベストの粉じんは、

アスベスト含有建材が存在しているだけでは発生せ

ず、破砕などの物理的な力が加わることによって環

境空気中に発生する。空気中のアスベスト濃度は、

発生量、その場所の換気の条件、風の向きと強さに

よって大きく変動し、測定の方法は例えば「瞬時値」

が測定できる機器はなく、アスベスト濃度測定のた

めには低濃度の場合は数時間の空気のサンプリング

が必要となる。そのため測定によるきめ細かい濃度

の把握が難しい。調査ではマッピングの結果からリ

スクが高いと予測される場所で集中的にサンプリン

グを実施した。環境中の空気をポンプで吸引し、フィ

写真２：吹き付け耐火被覆

写真３：建物付随煙突

写真４：波板スレート
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ルター上に浮遊物を採取し、顕微鏡で観察してアス

ベストを計数した。分析方法は環境省「アスベスト

モニタリングマニュアル第４版」11) の位相差顕微鏡

による総繊維濃度を計数しながら、同時に偏光顕微

鏡に切り替えることによりアスベスト繊維を同定し、

総繊維濃度およびアスベスト繊維濃度を求めた。

２．リスク評価
　アスベストの粉じんの曝露は肺がん、中皮腫の発

がんの原因となる。発がん物質としてのアスベスト

は閾値（これ以下ならば発症しない下限値）がなく、

曝露量が多くなるほど発がんリスクが増える。気中

アスベスト濃度測定結果から発がんする危険性の大

きさ＝発がんリスクを推定することができる。石綿

曝露濃度と発がんリスクの関係はこれまでに多くの

疫学調査が行われており、曝露量からそれがどの程

度の発がんリスクとなるか推定することができる。

主なリスク評価モデルを表４に示す。日本産業衛生

学会許容濃度委員会で示す石綿についての評価値 12)

は、労働環境を想定しており、石綿曝露クリソタイ

ルのみの曝露による中皮腫と肺がんの発がんリスク

は週 40 時間、年間 48 週、50 年間の労働時間につ

いて 1,000f/L の曝露つまり 1,000f/L × 96,000 時

間のときに 1,000 人に対して 6.55 人としている。

労働環境では通常 1/1000 リスクつまり千人に一人

のリスク以下にすることが求められるためにこれを

元に許容濃度を 150f/L（1,000 ÷ 6.55=152.7）と

している。WHO は喫煙者と非喫煙者との比較で示

し 13)，EPA は生涯ばく露のリスクをそれぞれ示して

いる 14)。Hughes モデルは学童が学校の吹付けの石

綿にばく露した場合のリスク評価を行っている 15)。

本調査では気中アスベスト濃度測定により 1f/L 以上

表４：アスベストリスク評価モデル

リスク評

価指標
曝露量 評価値 条件

1ｆ/ｍL*時間の

100万人に対す

る発がんリスク

日本産業

衛生学会

1f/mL（クリソタイ

ルのみのとき） 
肺がんの過剰死亡リスク1000人あたり2.96人 

中皮腫の過剰発がんリスク1000人あたり3.59人　計6.55人

労働曝露を想定し、曝露開始16歳、曝

露期間50年間、潜伏期間10年、平均存

命77歳　 

曝露時間合計40ｈ×48週×50年間＝

96000ｈ

0.068

1ｆ/mL（クリソタ

イル以外を含む）

肺がんの過剰死亡リスク1000人あたり12.13人 

中皮腫の過剰発がんリスク1000人あたり14.71人　計26.84人
0.28

WHO 0.5ｆ/L
喫煙者の肺がん+中皮腫の過剰発がんリスク　100万人あたり40人 

非喫煙者の肺がん+中皮腫の過剰発がんリスク　100万人あたり22人

生涯曝露を想定し、曝露時間合計70年

間＝24ｈ×365日×70年間＝613,200ｈ

喫煙者　0.13 

非喫煙者　0.072

EPA 0.4ｆ/L 肺がん+中皮腫の過剰発がんリスク10,000人に1人
生涯曝露を想定し、曝露時間合計70年

間＝24ｈ×365日×70年間＝613,200ｈ
0.41

Hughes

モデル

1f/mL（クリソタイ

ルのみ）

肺がんの過剰死亡リスク1000人あたり1.5人 

中皮腫の過剰発がんリスク1000人あたり0.9人　計2.4人
学童の曝露を想定し、曝露開始9歳、曝

露期間6年間　 

曝露時間合計35ｈ×36週×6年間＝

7560ｈ

0.32

1ｆ/mL（クリソタ

イル以外を含む）

肺がんの過剰死亡リスク1000人あたり0.6人 

中皮腫の過剰発がんリスク1000人あたり4.4人　計5.0人
0.66
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のアスベスト濃度が確認された場合は、日本産業衛

生学会の評価モデルを使用して、考えられる曝露時

間を想定し、リスク評価を実施した。

３．リスクコミニュケーション、リスク対策、提言
　関係者 ( リスクを発生させる者、管理する者、リ

スクの影響を受ける可能性のある者、外部の専門家

や NGO など ) がリスク情報を共有し、対策を検討、

実行する過程をリスクコミュニケーションという。

法律などで明確な基準がありそれを守ればリスクは

問題にならない、という状況は現代では少なくなっ

ている。住民などは「リスク・ゼロ」を求め、行政

などがそれを安易に根拠なく口先で保証してしまう

状況がリスクコミュニケーションの失敗の典型例で

ある。アスベストのリスクは常に存在するという認

識に立ち、震災後アスベストのリスクは増加してい

る現状を踏まえた上で、どのようにリスクを低減し

てゆくのかを関係者で協議し、実行することがリス

クコミュニケーションである。またアスベストのリ

スクとその対策では測定・分析方法、管理と除去の

方法などが今まさに検討されており、確定している

ものではない。どこまでが許容できるリスクなのか、

どこまでの対策を採るべきかなどの点では、相互に

利害が対立することがありながらも、情報共有と話

し合いによって、合理的な対策を検討し、実行する

ことが実効性のある対策へつながる。今回は調査の

結果を住民、ボランティア、行政機関担当者へ報告

し、調査時の周辺の建物の状況調査と周囲にいた作

業者、住民との話、また報告会参加者との意見交換

など、建物の状況と人々の防じん対策の状況から実

行可能な対策を検討した。

４．労働者教育
　石巻市でのリスクコミュニケーションを通じて、

2012 年度から本格化する被災建築物の解体工事に

従事する労働者へのアスベストについての教育が十

分ではないことが予想されたため、市が労働安全衛

生法が定める石綿作業の特別教育を実施し、東京労

働安全衛生センターから講師を派遣する取り組みが

行われた。2013 年には建設労働者と事業者が加入

する労働組合である全建総連福島（福島県建設労働

組合連合会）の協力により福島県安達郡と南相馬市

で石綿作業特別教育が開催された。また、東京労働

安全衛生センターは石綿作業主任者技能講習を実施

する登録教習機関として東京都と神奈川県で修了者

約 1,500 名の実績があることから、宮城県と福島県

でも教習機関登録をおこない、石綿作業主任者技能

講習を開催した。特別教育では、教育の前後に質問

票に記入する方法で教育の効果を確認した。また教

育の中にアスベスト含有建材の目視判別方法を取り

入れ、その精度を評価した。

５．アンケート調査
　2013 年度には、調査のために立ち寄った仮設住

宅などで被災地の住民へアスベストについての知

識、認識などの面談によるアンケート調査を実施し

た。また宮城県の特別教育受講者を対象に労働者を

対象にアスベストについての知識と現場での対応に

ついて郵送によるアンケート調査を実施した。さら

に 2013 年度末には岩手県、宮城県、福島県の津波

被害を受けた 32 市町村の災害廃棄物対策の部署へ、

自治体でのアスベスト対策を調査するために郵送に

よるアンケート調査を実施した。
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V. 経過

2011 年

  3.26　宮城県仙台市で調査

  4.10　宮城県南三陸町で調査

  4.23-25 宮城県仙台市、塩釜市、多賀城市、七ヶ浜町、石巻市、気仙沼市で調査

  4.29-30　岩手県山田町、一関市、宮城県気仙沼市などで調査

  5.3-4　岩手県大船渡市、釜石市、大槌町などで調査

  5.8-9　岩手県大船渡市、陸前高田市、宮城県気仙沼市などで調査

  5.14　石巻赤十字病院にてマスクフィットテスト研修会（第 1 回）開催

  6.13-17　仙台市、名取市、女川市、石巻市などで調査

  6.18　石巻赤十字病院にてマスクフィットテスト研修会（第２回）開催

  8.5-7　仙台市で相談会、シンポジウム、マスクフィット研修会

  8.31　石巻市で調査

12.11-14　石巻市、女川町で予備調査

　　　　雲雀野、門脇、中央など視察

              開成団地、川口町などで被災された方を訪問し情報交換　

　　　　石巻市災害廃棄物対策課、石巻赤十字病院、ピースボート訪問

　　　　石巻保健所主催の石綿含有廃棄物の撤去作業に参加

2012 年

  1.22-24　石巻市で調査

　　　　石巻市中央、立町、千石町、住吉町他でマッピングと気中濃度測定

　　　　石巻市災害廃棄物対策課、石巻保健所、石巻労働基準監督署訪問

  2.12-14　石巻市で調査の報告と協力要請

　　　　石巻市災害廃棄物対策課、石巻保健所、石巻労働基準監督署、

　　　　石巻赤十字病院、ピースボート、専修大学などを訪問

  2.26-28　石巻市で調査

　　　　石巻市川口町、魚町、大門町他でマッピングと気中濃度測定

　　　　石巻市災害廃棄物対策課、石巻保健所、石巻労働基準監督署訪問

  3.20　　石巻市で企画「アスベストから石巻を守ろう！」
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  4.24-26　石巻市、保健所、労働基準監督署へ調査の報告

  5.12-13　女川町にて調査

  5.17　石巻市河北総合センターにて石綿作業特別教育　54 名受講

  5.18　石巻市河北総合センターにて石綿作業特別教育　77 名受講

  5.20-21　気仙沼市にて調査

  5.21　石巻市桃生支所にて石綿作業特別教育　68 名受講

  6.14-15　石巻市河北総合センターにて石綿作業主任者技能講習

  6.16-18　気仙沼市にて調査

  6.23-24　神戸大学人文学研究科の被災地調査のため石巻、東松島訪問

  7.3　石巻市河北総合センターにて石綿作業特別教育　72 名受講

  8.20-23　気仙沼市にて調査

  8.29-30　石巻市河北総合センターにて石綿作業主任者技能講習

  8.30-31　女川町にて調査

  9.22　女川町にて調査報告相談会

  9.29　気仙沼市にて調査報告相談会

11.29　石巻市にて調査

12.8　石巻市河北総合センターにて企画「被災地のアスベスト除去工事を検証する集い」開催

12.9　東京都医療社会事業協会による被災地視察を企画、同行

2013 年

  1.12　石巻労働会館と神戸市勤労会館にて同時企画「震災とアスベスト　1.17 から 3.11 へ」開催

  1.18-19　女川町にて調査

  1.20　女川町清水仮設住宅にて調査報告相談会

  2.17-19　気仙沼市にて調査

  3.20　仙台市市にて企画「アスベスト被害のない被災地の復興を !　東日本大震災から２年、

            これからのアスベスト対策を考える集い in 仙台」開催

  4.25-26　仙台市、石巻市、女川町にて関係者へ報告と意見交換

  5.20-21　福島県南相馬市にて予備調査

  6.4　石巻市河北総合センターにて石綿作業特別教育　43 名受講

  6.5　石巻市桃生総合支所にて石綿作業特別教育　54 名受講

  7.10-11　石巻市河北総合センターにて石綿作業作業主任者技能講習　21 名受講

  7.29-8.1　宮城県気仙沼市、女川町、石巻市にて調査、相談会

  8.2-4　神戸大学人文学研究科の被災地調査のため石巻市、女川町訪問

  8.12-13　南相馬市にて調査

10.8-9　南相馬市にて調査

10.31　福島県安達郡大玉村にて石綿作業特別教育　49 名受講

11.1　南相馬市にて石綿作業特別教育　33 名受講

11.8-10　南相馬市にて調査

11.20　南相馬市へ報告と意見交換

11.21　女川町、石巻市にて調査

11.30　石巻市で調査と企画「アスベスト被害のない被災地の復興を！
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 東日本大震災のアスベスト対策を考える集い in 石巻」開催、石巻市アイトピアホール

11.30-12.1　石巻市、女川町で調査

2014 年

  1.18-19　気仙沼市で調査と企画「アスベスト被害のない被災地の復興を！ 

                   東日本大震災のアスベスト対策を考える集い in 気仙沼」開催、気仙沼市役所ワンテン庁舎

  3.14　気仙沼市県立向洋高校で調査

  3.21　仙台市で企画「アスベスト被害のない被災地の復興を！ 

            東日本大震災のアスベスト対策を考える集い in 仙台」
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VI. 結果

１．宮城県、岩手県　2011 年 3月〜 6月
　震災直後は救助活動と道路の確保のために妨げと

なるがれき（津波堆積物）を取り除き、がれき仮置

き場へ搬入する作業が継続して行われており、６月

頃までに仙台市、石巻市などでは道路上のがれきの

撤去はおおむね終了し、建物の解体が始まった。津

波堆積物は建材、土砂、漁具、車両などが混合して

いる状態で、仮置き場へ搬入されていった。各自治

体はアスベスト含有建材の分別を行っているが、実

際のがれき仮置き場のアスベスト含有建材の状況は

場所により異なり、アスベスト含有建材を分別して

受け入れている場所、分別はしておらず他の石膏ボー

ドなどの板材と混ぜて受け入れている場所、受け入

れていないが実際には混ざっている場所など様々で

あった。津波により破砕され、他のものと混ざって

しまったアスベスト含有建材を完全に分別すること

は難しいが、一部の自治体ではスレート板などのア

スベスト含有の可能性のある成形板を目視で分別す

る研修を行うなどの対策がとられた。

　残された（半）倒壊建物のアスベスト含有建材の

状況は、外部からの観察でアスベスト含有の可能性

のある吹付け耐火被覆などの吹付け材が多数見られ、

採取可能なもの 56 試料を採取して ISO22262-1 の

方法により定性分析したところアスベスト含有の試

料は 3 試料のみであった。 これらは飛散する可能性

があり、除去時にも対策が必要なため、それぞれ各

自治体へ報告した。 一方、津波被災地には漁港や工

場が散在しており、海産物の倉庫や作業場が点在し

ており、そのような施設にはスレート材を屋根と外

壁に使用している建物が多く残されている。アスベ

スト含有スレート板などの成形板は分析するまでも

なく、ルーペの観察により石綿含有と判明するもの

が多くみられた。スレート波板は津波被災地の海産

物の倉庫や工場などだけでなく、がれき仮置き場で

も大量にみられた。

　2011 年前半の調査では一般環境 42 点で気中アス

ベスト濃度測定を実施した。アスベスト濃度は全て

の場所で 1f/L 以下の低濃度であったが、アスベスト

採取用のフィルター上には粉じんが多く、全体にほ

こりっぽい環境であった。がれきの除去等の作業に

伴うアスベスト含有建材の除去作業周辺では 6 点測

定を実施した (No.21,38-40,47,48)。そのうち解体

現場間近の No.21 については 0.86f/L とわずかに濃

度の上昇が観られた。気中濃度測定結果を表 5 に示

す。また電子顕微鏡により 2 点の試料（2011.4.11：

No.7、2011.5.7：No.21）について再分析したが濃

度は定量下限値（0.9F/L) 以下であった。

　またがれきの仮置き場においてクリソタイル含有

の成形板をトラックから降ろす作業の直近では短時

間の測定により、総繊維濃度 53f/L、アスベスト繊

写真 5：被災した建物の吹付け耐火被覆（2011.4.10）
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維濃度 34f/L を示した。この作業に従事していた作

業者に話を聞いたところ、アスベスト含有の認識は

なく、防じんマスクも使用していなかった。

　仙台市調査中に話を聞くことができた２人の解体

作業に従事する作業者からは、アスベスト含有建材

については事業者から注意を受けておらず、スレー

ト板に石綿含有があることを知らない状況が聞かれ

た。呼吸用保護具は１人はなし、他１人は RS2 取替

式防じんマスクを持っていたが、アスベスト作業で

は使用できないメリヤスカバーをつけていた。

　女川町での 2011 年 6 月の調査中に、明らかにア

スベスト含有の波板スレートの建物を解体している

現場に遭遇した。ここでは散水なしに重機で波板ス

レートを破砕して解体しており、作業者も呼吸用保

護具を使用していなかった（写真 10）。現場監督に

話をきいたところ、アスベスト含有については認識

がないため対策を採っていないことが分かり、アス

ベスト含有建材であり、この状況は法違反になる旨

説明し、対策を採ることを勧めた。２日後、確認の

ため訪問したところ、散水車により散水をしながら

解体作業が行われており、作業者も防じんマスクを

使用していた（写真 11）。

　2011 年前半の調査の結果として、被災から約４ヶ

月までの被災地のアスベストの状況の特徴として以

下の点が確認された。①吹付けアスベストなどの飛

散性の高いアスベスト含有建材は少ないものの、露

出した状況で放置されている。②がれき仮置き場、

（半）倒壊建物のいずれにもスレート板が非常に多く

観られ、その他のアスベスト含有成形板はケイ酸カ

ルシウム板、サイディング材なども観られた。③気

中アスベスト濃度測定では、一般環境では濃度の上

昇は観られず、解体工事現場、がれきの仮置き場な

写真6：がれき仮置き場でのスレート板降ろし（2011.6.14）

写真 7：がれき仮置き場の状況（2011.6.16）

写真8：がれき仮置き場のアスベスト含有建材（2011.6.16）

写真 9：アスベスト含有建材の外壁（2011.6.16）
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表5：気中アスベスト濃度測定結果（2011.4.10-6.17）

No. 測定日 測定点 周囲の状況 総繊維濃度
(f/L)

石綿濃度
(f/L)

1 2011.4.10 南三陸町 自衛隊捜索中の河原 0.20 0
2 2011.4.10 南三陸町 津波被災地の路上、吹付け材の近く 0.26 0
3 2011.4.10 南三陸町 津波被災地の路上 0.06 0
4 2011.4.10 南三陸町 津波被災地の路上、吹付け材の近く 0.17 0
5 2011.4.10 南三陸町 津波被災地の路上、吹付け材の近く 0.17 0
6 2011.4.11 気仙沼市 津波被災地の路上 0.07 0
7 2011.4.11 気仙沼市 津波被災地の路上 0.68 0.42
8 2011.4.24 塩釜市 津波被災地の路上、吹付け材の近く 0.10 0
9 2011.4.24 塩釜市 津波被災地の路上、吹付け材の近く 0.30 0
10 2011.4.24 塩釜市 津波被災地の路上、吹付け材の近く 0.15 0
11 2011.4.24 釜石市 津波被災地の路上 0.12 0
12 2011.4.24 釜石市 津波被災地の路上 0.37 0
13 2011.4.24 釜石市 津波被災地の路上 0.26 0.13
14 2011.4.29 田老町 仮置き場近く 1.33 0.19
15 2011.4.29 田老町 仮置き場近く 0.86 0.22
16 2011.4.29 山田町 津波被災地の路上、吹付け材の近く 0.96 0.24
17 2011.5.4 気仙沼市 津波被災地の路上、吹付け材の近く 0.36 0
18 2011.5.3 陸前高田市 津波被災地の路上、吹付け材の近く 0.51 0
19 2011.5.4 釜石市 津波被災地の路上、吹付け材の近く 0.58 0
20 2011.5.7 多賀城市 津波被災地の路上、吹付け材の近く 0.39 0
21 2011.5.7 東松島市 津波被災地の路上、吹付け材のある解体現場近く 2.57 0.86
22 2011.5.8 釜石市 津波被災地の路上、吹付け材の近く 0.32 0
23 2011.5.8 大船渡市 津波被災地の路上、吹付け材の近く 0.54 0
24 2011.5.9 気仙沼市 津波被災地の路上、吹付け材の近く 0.36 0
25 2011.5.9 石巻市 津波被災地の路上、吹付け材の近く 0.17 0
26 2011.5.10 仙台市 津波被災地の路上、吹付け材の近く 0.26 0
27 2011.6.13 名取市 津波被災地の路上、吹付け材の近く 1.88 0.63
28 2011.6.13 名取市 津波被災地の路上、吹付け材の近く 1.09 0.27
29 2011.6.13 名取市 津波被災地の路上、吹付け材の近く 1.28 0
30 2011.6.13 名取市 津波被災地の路上、吹付け材の近く 0.71 0.24
31 2011.6.14 仙台市 津波被災地の路上、吹付け材の近く 1.08 0
32 2011.6.15 女川町 津波被災地の路上、吹付け材の近く 1.08 0
33 2011.6.15 女川町 津波被災地の路上、吹付け材の近く 1.00 0
34 2011.6.15 女川町 津波被災地の路上、吹付け材の近く 2.80 0
35 2011.6.15 女川町 津波被災地の路上、吹付け材の近く 0.46 0
36 2011.6.15 女川町 津波被災地の路上、吹付け材の近く 1.18 0
37 2011.6.15 女川町 津波被災地の路上、吹付け材の近く 0.68 0
38 2011.6.15 女川町 津波被災地の路上、スレート解体現場近く、風上 1.23 0
39 2011.6.16 仙台市 仮置き場、成形板搬入時、4分間 53 34
40 2011.6.16 仙台市 仮置き場、成形板搬入時 1.47 0.59
41 2011.6.17 石巻市 石巻商業高校 0.36 0
42 2011.6.17 女川町 津波被災地の路上 0.54 0
43 2011.6.17 女川町 津波被災地の路上 1.08 0
44 2011.6.17 女川町 津波被災地の路上 0.36 0
45 2011.6.17 女川町 津波被災地の路上 0.18 0
46 2011.6.17 女川町 津波被災地の路上 0.72 0.18
47 2011.6.17 女川町 津波被災地の路上、スレート解体現場近く、風上 0.36 0
48 2011.6.17 女川町 津波被災地の路上、スレート解体現場近く、風上 0.18 0
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どでアスベスト含有建材を取り扱う場合にはアスベ

スト粉じんが発生している。④がれきの除去、建物

の解体工事に従事している作業者はスレート板など

のアスベスト含有を知らない場合がある。

　3 か月の調査の結果、被災地は広大であること、

そして状況が時間経過により変わりゆくことから、

私たち NPO を主体とした非力な調査では、十分に全

体をカバーしきれていないことも痛感され、そのた

め地域的に焦点を絞った調査と活動を計画した。　

　

２．石巻　2011 年 12 月〜 2013 年 11 月
1) アスベスト含有建材の状況調査

　2011 年度の石巻でのアスベスト含有建材調査は

2011 年 12 月 11-14 日、1 月 22 日 − 24 日、2 月

26 日− 28 日行われ、延べ 60 人が参加した。吹付

け耐火被覆は 14 か所、スレート板は 140 か所で確

認され、結果をマッピングした ( 図 2)。マッピング

の結果はインターネット上で公開し、2753 件のア

クセスがあった（2014.3.9 閲覧）。2011 年末の時

点ではがれきの撤去と建物の解体が進められており、

津波堆積物の大部分は一次仮置き場へ移動されてい

た。一方、半倒壊の建物の多くは解体工事を待つ状

態で、多くの建物でアスベストを含有している可能

性のある吹付け耐火被覆が放置されている状況、ス

レート板が使用されている倉庫等が津波で損傷をう

けたままの状況がみられた。確認された吹付け耐火

被覆は 14 か所で、そのうちの１か所はクロシドラ

イトおよびアモサイトの吹付けが露出しており、周

囲へ脱落した吹付け材が落ちていた（写真 12）。こ

の場所はアスベスト曝露の危険性が高いと考えられ

るため、この周囲で重点的にアスベスト気中濃度測

定を実施した。 それ以外の吹付け耐火被覆は全て吹

付けロックウールで、アスベスト含有の有無は分析

しなければわからない。１次調査の結果から、被災

地では吹付けロックウールにアスベストが含有して

いる可能性は低いことが分かっている。これらに石

綿の含有が確認された場合は石綿障害予防規則によ

り厳重な飛散防止対策を採って除去工事を行わなけ

ればならない。吹付け耐火被覆は通常は露出してい

ないことが多いため、今回の調査のように建物の外

から見ただけでは分からない場合も多くあると考え

られ、実際の吹付け耐火被覆の数はより多いと考え

られる。

　アスベストを含有している可能性の高いスレート

板は 140 か所でみられた。水産加工などの工場や倉

庫が多く、津波によって１階部分などの建物の下部

が損傷を受けているものがほとんどであった。これ

らは損傷部分に新しいスレート板がすでに施工され

る形で改修されているものも多くみられ、除去され

たスレート板が集積され、また散乱している光景も

多くみられた。スレート板が使用されている建物は

魚町などの港湾地域に多く、中央などの市の中心部

には少ない。修復不能の多くのスレート材を使用し

た建物がすでに撤去されており、どれ程の建物がど

のように解体されたのかは不明である。2012 年 1

− 2 月の調査時に改修工事が行われていた建物が多

数確認された。これらの工事の多くは鉄骨の骨組み

を生かし、津波で破壊された下部のアスベストを含

有するスレートを除去して、アスベストを含有して

いない新しいスレート材を施工しているものであっ

た ( 写真 13)。スレート板の除去時には骨組みを保護

写真 10：散水、保護具なしで重機による波板スレートの

撤去作業（2011.6.15）

写真 11：写真 10 の２日後（2011.6.17）
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写真 12　左：津波で外壁が破壊された建物、中：梁の吹付けアモサイト、右：散乱した吹付けクロシドライト

　　　　　（2011.12 〜 2012.1）

写真14：マッピング調査の様子　　　　	 	 	 	 写真15：マッピング用の地図
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図2：石巻市のマッピングの結果
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するために、破砕せずに除去されていた。これらは

分別されてコンテナ袋に入れられており、市の仮置

き場へ搬送されていた。２カ所で波板スレート改修

作業に従事していた労働者に話を聞くことができた。

いずれも分別はしているものの、アスベスト含有と

いうことは知らず、アスベスト関連作業に対応する

呼吸用保護も使用していなかった。また、破砕しな

いように除去されたスレート板を袋に入れるために

破砕している様子も確認されている。破砕せずに取

り外した板を破砕して袋詰めすることは、不必要に

粉じんを発生させる要因であり、改善の余地がある。

未だ津波に破壊されたアスベスト含有材を使用した

建物は多く残されており、多くの労働者が従事しな

がら解体作業が長期間継続することが予想された。

　一方、宮城県石巻保健所では、アスベスト含有建

材対策の独自の取り組みとして、地元の廃棄物関連

業者と共に散乱しているスレート板などを回収する

活動を行っており、2011 年 12 月 14 日には私たち

もそれに参加した。人海戦術で手で集めるという原

始的な方法だが、有効な方法はこれしかなく、わず

かな時間でトラックはすぐにいっぱいになり、アス

ベスト含有建材の量が実感された。

　石巻市雲雀野のがれき仮置き場ではアスベスト含

有建材をフレコンバッグに入れて分別して回収して

おり、2012 年 2 月の段階で 3,000 袋が回収されて

いた ( 写真 16)。また津波で発生した大量の分別さ

れていない混廃の中にもアスベスト含有建材がある

との前提で湿潤化を行っていた。一方で一部にスレー

ト板が石膏ボードと混ざっており、またスレート材

をフレコンバッグに入れて回収しているために、破

砕せざるをえない状況も確認されたが（写真 17)、

一部で 2 ｍ× 1 ｍのフレコンバッグを使用して破砕

せずに回収廃棄している良好事例も見られた ( 写真

18)。このフレコンバッグを製造しているメーカー

によれば、東北 3 県で 660 袋を出荷しており、約

40,000 平方メートル分にあたる。

2) アスベスト除去現場見学

　石巻市と除去事業者の協力により、市が発注した

吹付けアスベスト除去の現場を見学する機会を得た。

見学と関係者（工事代理人）へのヒアリングから、

通常のアスベスト除去工事の現状と被災後のアスベ

スト除去工事の困難性などについて聞き取ることが

できた（2013.8.1）。震災後のアスベスト除去工事に

ついては建物の安全の確保が重要であり、そのため

に新たに補強工事が必要となる場合もある点、壁や

床などが脱落している場合には密閉のために補強が

必要になる点、壁面のひび割れなどから外部への漏

写真16：がれき仮置き場の中のアスベスト含有建材

写真17：フレコンバッグ内の破砕されたスレート板

写真18：スレート板を破砕せずに回収できるフレコンバッグ
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表6：気中アスベスト濃度測定結果（石巻市）

No. 測定日 測定点 周囲の状況 総繊維濃度
(f/L)

石綿濃度
(f/L)

1 2012.1.23 石巻市中央 吹付けアスベスト付近 0.7 0.6
2 2012.1.23 石巻市中央 吹付けアスベスト付近 2.5 2.3
3 2012.1.23 石巻市門脇町 吹付けアスベスト付近 0.2 0.2
4 2012.1.23 石巻市中央 津波被害を受けた市街地 0.2 0.2
5 2012.1.23 石巻市中央 吹付けアスベスト付近 0.1 0
6 2012.1.23 石巻市中央 吹付けアスベスト付近 0.2 0.1
7 2012.1.23 石巻市立町 津波被害を受けた市街地 0.1 0
8 2012.1.23 石巻市立町 津波被害を受けた市街地 0.1 0
9 2012.1.23 石巻市中央 津波被害を受けた市街地 0.2 0.1
10 2012.1.23 石巻市中央 吹付けアスベスト付近 0.2 0
11 2012.1.24 石巻市中央 吹付けアスベスト付近 0.4 0.1
12 2012.1.24 石巻市中央 吹付けアスベスト付近 0.2 0.1
13 2012.1.24 石巻市中央 吹付けアスベスト付近 0.4 0.3
14 2012.1.24 石巻市中央 吹付けアスベスト付近 0.7 0.1
15 2012.1.24 石巻市中央 吹付けアスベスト付近 0.4 0.3
16 2012.1.24 石巻市中央 吹付けアスベスト付近 0.6 0.4
17 2012.1.24 石巻市中央 吹付けアスベスト付近 0.3 0.1
18 2012.1.24 石巻市中央 吹付けアスベスト付近 1.1 0.8
19 2012.1.24 石巻市中央 吹付けアスベスト付近 0.7 0.4
20 2012.1.24 石巻市中央 吹付けアスベスト付近 0.6 0.5
21 2012.1.24 石巻市中央 吹付けアスベスト付近 0.3 0.2
22 2012.1.24 石巻市中央 吹付けアスベスト付近 0.9 0.5
23 2012.2.27 石巻市川口町 スレート解体現場付近 0.3 0
24 2012.2.27 石巻市川口町 スレート解体現場付近 0.1 0
25 2012.2.27 石巻市川口町 スレート解体現場付近 0.1 0
26 2012.2.27 石巻市明神町 スレート解体現場付近 0.1 0
27 2012.2.27 石巻市川口町 スレート解体現場付近 0.7 0.2
28 2012.2.27 石巻市川口町 スレート解体現場付近 0.4 0.2
29 2012.2.27 石巻市川口町 スレート解体現場付近 0.2 0
30 2012.2.27 石巻市 吹付けアスベスト付近 0.1 0
31 2012.2.27 石巻市 吹付けアスベスト付近 0.0 0
32 2012.2.28 石巻市 吹付けアスベスト付近 0.3 0.1
33 2012.2.28 石巻市 吹付けアスベスト付近 0.3 0.1
34 2012.2.28 石巻市湊町 スレート解体現場付近 0.2 0
1 2013.11.30 石巻市中央 市街地 0.5 0
2 2013.11.30 石巻市中央 市街地 0.4 0
3 2013.11.30 石巻市中央 市街地 0.2 0
4 2013.11.30 石巻市中央 市街地 0.4 0
5 2013.11.30 石巻市中央 市街地 0.5 0
6 2013.11.30 石巻市中央 市街地 0.5 0
7 2013.11.30 石巻市中央 市街地 0.9 0.2
8 2013.11.30 石巻市中央 市街地 0.2 0
9 2013.11.30 石巻市中央 市街地 0.5 0
10 2013.11.30 石巻市中央 市街地 0.5 0.2
11 欠
12 2013.11.30 石巻市中央 市街地 0.4 0.0
13 2013.11.30 石巻市中央 市街地 0.9 0.0
14 2013.11.30 石巻市中央 市街地 0.5 0.2
15 2013.11.30 石巻市中央 市街地 0.4 0.2
16 2013.11.30 石巻市中央 市街地 0.4 0.0
17 2013.11.30 石巻市中央 市街地 0.0 0.0
18 欠
19 欠
20 2013.11.30 石巻市中央 市街地 0.4 0.0
21 2013.11.30 石巻市中央 市街地 0.5 0.2
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洩の可能性のある点などが指摘された。通常の除去

工事であっても、過酷な作業条件となるために必要

な人件費、使い捨てとなる保護具、飛散防止材、廃

棄などの費用の占める割合が高く、被災後の建物の

場合は安全確保などのためにさらに追加の費用が必

要となる。一方、作業は完全に外部から遮断された

場所で行われ、行政の監視も十分ではないために、「手

を抜けば、それだけ儲かる」状況にある。

　除去業にとって深刻な問題は、クボタショック後

公共工事の除去工事が急増したことから、除去業者

が 20 倍までに急増したが、学校などの工事は 2-3

年で終了し、リーマンショックの影響から工事が激

減したことである。民間の解体工事ではアスベスト

除去工事は解体業の下請けとなり、ダンピングを強

いられ、安全対策の費用を削減しなければ利益がで

ない工事が増加してしまった。いったん「手抜き」

に手を染めてしまうと、元に戻すことは困難となる。

立入検査を行うのは地方自治体（市、区、県）と労

働基準監督署だが、地方自治体の担当者にはアスベ

スト除去の専門家は少なく、異動のために知識が蓄

積されない。労働基準監督署の衛生専門官は知識も

あり権限も強いが圧倒的に人数が少なく、石巻労働

基準監督署の衛生専門官は１人で東松島市、石巻市、

気仙沼市、牡鹿郡、本吉郡を担当しており除去現場

全てを監視することは不可能だ。また技術が未熟な

ために発生する問題は行政の立入検査でも発見され

やすいが、除去の専門家が意図的におこなう手抜き

を見抜くことは難しい。対策を十分に実施しようと

している除去事業者の意見としては、漏洩を防止す

るためには除去業のライセンス制、行政など第三者

による監視の強化、罰則の強化を含む抜本的な規制

の強化が必須とのことであった。

3) 気中濃度測定結果とリスク評価

　2011 年度はマッピングの結果を元にアスベスト

飛散の危険性の高いと思われる場所 34 か所で気中

石綿濃度測定を実施した。測定結果を表 6 に示す。

気中石綿濃度はほとんどの場所で低濃度であったが、

津波で被災した建物に施工されている吹付けクロシ

ドライトおよび吹付けアモサイトのある場所の直近

の測定点では濃度の上昇がみられ、最大 2.3f/L のア

スベスト濃度が確認された。鉄骨２階建て建物の鉄

骨部分にアモサイトおよびクロシドライトの吹付け

があり、両側の壁が損傷しており、風が吹き抜ける

状態となっており、周囲にも吹付け材の断片が落ち

ている状況であった。その周辺の地図上に測定点と

測定値を図３に示す。直近から少しはなれた測定点

でも他の場所と比較して濃度の上昇がみられた。露

出した吹付け材などの飛散しやすいものの周囲では

場所 気中アスベス
ト濃度(f/mL)

リスク指標値(1f/mL×1
時間曝露のときの対
100万人リスク値)

条件 100万人に
対するリス
ク

吹付けアスベスト付近（石巻市） 2.3×10-3 0.28 1ヶ月間連続曝露 0.48

吹付けアスベスト付近（石巻市） 2.3×10-3 0.28 1年間連続曝露 5.64

一般環境 0.1×10-3 0.28 生涯77年間曝露 18.9

アスベスト漏洩事故現場付近（仙台市） 360×10-3 0.28 昼間8時間1ヶ月間曝露 25.0	

図3：吹付けアスベストの建物周辺の気中アスベスト濃度

表7：被災地のアスベスト曝露のリスク評価
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アスベスト飛散の可能性がある。今回の調査では、

アスベストを含有しているスレート板を破砕してい

る可能性のある現場では濃度の上昇はみられなかっ

た。

　上記の気中アスベスト濃度からリスク評価をおこ

なった。日本産業衛生学会の許容濃度委員会による

リスク評価値（P.11，表 4）からクロシドライトや

アモサイトを含むアスベスト曝露の場合、1f/ml つ

まり 1,000f/L の石綿に１時間曝露した場合の発が

んリスクを 100 万人あたり 0.28 人としている。こ

こら今回の測定値 2.3f/L(0.0023f/ml) に１時間曝露

したときの発がんリスクは 0.000644 人（0.28 人×

0.0023f/ml）となる。仮にこの濃度に１か月間継続

して曝露した場合には、0.000644 人× 24 時間×

31 日＝百万人あたり 0.48 人となる（表 7）。これは

一般環境の生涯曝露リスクや 2011 年に発生した仙

台市でのアスベスト除去現場での飛散事故でのリス

クと比較して低く、直ちに対策を講じなければなら

ない程の高濃度ではないかもしれないが、吹付け材

の露出している場所では気中アスベスト濃度の上昇

が起こり得ることを示している。

　2013 年度は 11 月 30 日に市街地で 19 点の気中

濃度測定を実施したが、気中アスベスト濃度の上昇

はみられなかった。また電子顕微鏡により 2 点の試

料（2012.1.23：No.3　、2013.11.30：No.20） に

ついて再分析したが濃度は定量下限値（0.9F/L) 以下

であった。

4) リスク・コミニュケーション、リスク対策

　リスクコミュニケーションについては、調査結果

を住民、行政などに報告し、情報と意見の交換をす

る中で、具体的な対策へ向かう事例が見られた。い

くつかの特徴的な事例を以下に示す。

①露出し、周囲に散乱した吹付けアスベストのある

現場について

　市内の吹付けアスベストが散乱しており、周囲の

気中石綿濃度が上昇していた場所について、行政機

関に 2012 年 1 月 24 日報告したところ、場所につ

いては既に把握されていたが、吹付けアスベストが

散乱している状態については把握しておらず、石巻

保健所は報告後その日のうちに現場を確認し、散乱

したアスベストを回収した。1 月 23 日濃度の上昇が

観られたが、その後（2 月 28 日）濃度は上昇してい

質問項目 回答 1 2 3 4 5 6

1.どこで知った 1.新聞、2.知人、3.ちらし、4.ラジオ、5.その他 2 7 10 1 11 -

2.住所　※ 1.石巻、2.女川、3.仙台、4.他宮城県、5.その他 12 0 5 5 3 -

3.印象に残った 1.講演、2.報告1、3.報告2、4.WS1、5.WS2、6.なし 14 17 12 7 9 0

4.アスベスト危険性 1.よく理解、2.理解、3.よく分からない、4.全く分からなかった 15 10 0 0 - -

5.全体 1.とても良い、2.良い、3.良くない、4.全くわからなかった 16 7 0 0 - -

表8：「アスベストから石巻を守ろう！」アンケート結果

※2.住所はアンケートに記載された住所で、本文中の参加者住所の内訳は受付名簿の情報です。

写真19：「アスベストから石巻を守ろう！」の様子 写真20：「アスベストから石巻を守ろう！」の様子
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ない。

②行政機関と協同した労働者教育

　後述（P.35， 7. 労働者教育）

③調査結果の報告会

　2012 年 3 月 20 日「アスベストから石巻を守ろう！

アスベスト問題を考える市民の集い in 石巻」が開催

され、今回の一連の調査と活動の報告会を開催した。

参加者は 60 名で、石巻市在住、在勤の参加者は 20 名、

仙台市は 21 名、東松島市と名取市からは 1 名、そ

れ以外は 14 名、不明が 3 名であった。質疑と意見

交換では、がれきの仮置き場周辺での不安の意見が

示され、矢内勝先生（石巻赤十字病院呼吸器内科部長）

からも対応を望む意見が示された。アンケートは 25

名が提出し、回収率は 42％であった。アンケートの

結果を表 8 に示す。アンケート結果からはアスベス

トの危険性を理解することができ、全体的に良い評

価を受けたと思われる。感想は 13 名の参加者が記

入し、「今後も継続してほしい」、「もっと知りたい」、

「具体的な対策を知りたい」などの要望が寄せられた。

　2013 年 11 月 30 日「アスベスト被害のない被災

地の復興を！東日本大震災のアスベスト対策を考え

る集い in 石巻」が開催され、2 年間の調査と活動の

報告会を開催した。参加者は 20 名で、石巻市在住、

在勤の参加者は 10 名であった。アンケート結果か

ら「被災地以外でも同様の集いを開催してほしい」「業

者だけでなく、一般の人にも知ってほしい」「マスコ

ミなどで知らせる必要がある」などの意見が寄せら

れた。

④パンフレット、ポスターの作成

　調査で得られた情報などをもとに、アスベストの

危険性を分かりやすく解説したパンフレットとポス

ターを作成し、2013 年 3 月 20 日の報告会などで配

布した。

３．女川、気仙沼　2012 年 4月〜 2013 年 3月
1) アスベスト含有建材の状況調査

写真21：石巻市の石綿作業特別教育の様子 写真22：石巻市の石綿作業特別教育の様子

写真23：女川町（2011.5.19) 写真24:女川町（2012.5.12）
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　女川町では、2012 年 5 月 12-13 日の調査により

津波により被災した建物はほとんど解体撤去されて

いたため（写真 23,24）、マッピングによるアスベス

ト含有建材調査は実施せず、2012 年 8 月 31 〜 31

日、2013 年 1 月 19 日、2013 年 12 月 1 日に気中

アスベスト濃度測定を実施した。気中アスベスト濃

度測定では、伊勢仮置き場と清水仮置き場の周辺、

仮設住宅（新田、清水、第一小学校）にて実施した。

結果を表 9 に示す。全ての測定点においてアスベス

ト濃度の上昇はみられなかった。また電子顕微鏡に

よ り 2 点 の 試 料（2012.8.30：No.1、2012.8.30：

No.8）について再分析したが濃度は定量下限値（0.9F/

L) 以下であった。

　気仙沼市でのアスベスト含有建材調査では、2012

年 6 月 16-18 日にマッピング調査を実施し、延べ

25 人が参加した。吹付け耐火被覆は 28 か所、スレー

ト板などの成形板は 25 か所を確認し、結果をマッ

ピングした（図 4）。気仙沼市街地では煙突のある建

物が多く残されていたため、調査では煙突もマッピ

ング対象とし、12 本の煙突が確認された。煙突が調

査されずに建物が解体されている現場が１か所確認

され、これは所轄の労働基準監督署へ連絡し工事を

中止し調査を実施している。

　津波被災地では震災から 15 ヶ月以上を経てがれ

きの撤去が進められており、津波で流された残留物

の大部分は一次仮置き場へ移動されていた。（半）倒

壊建物の多くはすでに解体されており、一部が工事

を待つ状態であった。多くの建物で、アスベストを

含有している可能性のある吹付け耐火被覆が放置さ

れている状況、スレート板が使用されている倉庫等

が津波で損傷をうけたままの状況がみられた。確認

された吹付け耐火被覆は 28 か所で、そのうちの１

か所はクリソタイルの吹付けが露出しており、この

場所はアスベスト曝露の危険性が高いと考えられる

ため、この周囲で重点的にアスベスト気中濃度測定

を実施した。

　気仙沼市の気中アスベスト濃度測定は 2012 年 6

月 18 日、8 月 20-22 日、2013 年 2 月 18-19 日、

2014 年 1 月 18-19 日に実施し、65 測定を実施し

た。対象はアスベスト含有吹付け材の周辺、建物の

解体作業の周辺、がれき仮置き場周辺、市街地とした。

結果を表 10 に示す。 全ての測定点においてアスベ

©2013 Google - 地図データ ©2013 Google, ZENRIN -

気仙沼市調査　2012/05/20-6/17
一般公開 · 表示回数 9
2012年5月22日作成 · 投稿: Naoki · 2月27日更新

20120616　C-3　12

20120616　C-3　13

20120616　C-2　16

20120616　C-2　14

吹付け耐火被覆

吹付け耐火被覆

吹付け耐火被覆

吹付け耐火被覆

図4：気仙沼市のマッピングの結果
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表9：気中アスベスト濃度測定結果（女川町）

No. 測定日 測定点 周囲の状況 総繊維濃度
(f/L)

石綿濃度
(f/L)

1 2012.8.30 女川町 仮設住宅①周辺 1.8 0.5
2 2012.8.30 女川町 仮設住宅①周辺 0.7 0
3 2012.8.30 女川町 仮設住宅①周辺 0.7 0
4 2012.8.30 女川町 仮設住宅①周辺 1.1 0
5 2012.8.30 女川町 仮設住宅①周辺 0.4 0
6 2012.8.30 女川町 仮設住宅①周辺 0.5 0
7 2012.8.30 女川町 仮設住宅②周辺 1.1 0.5
8 2012.8.30 女川町 仮設住宅②周辺 1.8 0.7
9 2012.8.30 女川町 仮設住宅②周辺 0.9 0
10 2012.8.30 女川町 仮設住宅②周辺 0.7 0
11 2012.8.30 女川町 仮設住宅②周辺 0.5 0
12 2012.8.30 女川町 仮設住宅②周辺 0.7 0
13 2012.8.31 女川町 仮設住宅③周辺 0.2 0
14 2012.8.31 女川町 仮設住宅③周辺 0.4 0
15 2012.8.31 女川町 仮設住宅③周辺 0.7 0
16 2012.8.31 女川町 仮設住宅③周辺 0.4 0
17 2012.8.31 女川町 仮設住宅③周辺 0.7 0
18 2012.8.31 女川町 仮設住宅③周辺 0.2 0
19 2012.8.31 女川町 仮設住宅④周辺 1.1 0
20 2012.8.31 女川町 仮設住宅④周辺 0.2 0
21 2012.8.31 女川町 仮設住宅④周辺 0.5 0
22 2012.8.31 女川町 仮設住宅④周辺 0.9 0.2
23 2012.8.31 女川町 仮設住宅④周辺 0.5 0.2
24 2012.8.31 女川町 仮設住宅④周辺 0.4 0
25 2012.8.31 女川町 がれき仮置き場周辺 0.5 0
26 2012.8.31 女川町 がれき仮置き場周辺 0.9 0
27 2012.8.31 女川町 がれき仮置き場周辺 1.1 0
28 2012.8.31 女川町 がれき仮置き場周辺 0.5 0.2
29 2012.8.31 女川町 がれき仮置き場周辺 0.5 0
30 2012.8.31 女川町 がれき仮置き場周辺 0.4 0
31 2013.1.19 女川町 仮設住宅①周辺 0.5 0.2
32 2013.1.19 女川町 仮設住宅①周辺 0.2 0
33 2013.1.19 女川町 仮設住宅①周辺 0.0 0
34 2013.1.19 女川町 仮設住宅①周辺 0.4 0
35 2013.1.19 女川町 仮設住宅③周辺 0.5 0
36 2013.1.19 女川町 仮設住宅③周辺 0.2 0
37 2013.1.19 女川町 仮設住宅③周辺 0.2 0
38 2013.1.19 女川町 仮設住宅③周辺 0.2 0
39 2013.1.19 女川町 がれき仮置き場周辺 0.2 0
40 2013.1.19 女川町 がれき仮置き場周辺 0.5 0
41 2013.1.19 女川町 がれき仮置き場周辺 0.7 0
42 2013.1.19 女川町 がれき仮置き場周辺 0.7 0.2
22 2013.12.1 女川町 仮設住宅①周辺 0.5 0
23 2013.12.1 女川町 仮設住宅①周辺 0.4 0
24 2013.12.1 女川町 仮設住宅①周辺 0.2 0
25 2013.12.1 女川町 仮設住宅①周辺 0.4 0
26 2013.12.1 女川町 仮設住宅②周辺 0.5 0
27 2013.12.1 女川町 仮設住宅②周辺 0.5 0
28 2013.12.1 女川町 仮設住宅②周辺 0.9 0.2
29 2013.12.1 女川町 仮設住宅①周辺 0.2 0
30 2013.12.1 女川町 仮設住宅①周辺 0.5 0
31 2013.12.1 女川町 仮設住宅①周辺 0.5 0.2
32 欠番
33 2013.12.1 女川町 仮設住宅②周辺 0.4 0
34 2013.12.1 女川町 仮設住宅②周辺 0.9 0
35 2013.12.1 女川町 仮設住宅②周辺 0.5 0.2
36 2013.12.1 女川町 仮設住宅①周辺 0.4 0.2
37 2013.12.1 女川町 仮設住宅①周辺 0.4 0
38 2013.12.1 女川町 仮設住宅①周辺 0.0 0
39 欠番
40 欠番
41 2013.12.1 女川町 仮設住宅②周辺 0.4 0
42 2013.12.1 女川町 仮設住宅②周辺 0.5 0.2
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表10-1：気中アスベスト濃度測定結果（気仙沼市）

No. 測定日 測定点 周囲の状況 総繊維濃度
(f/L)

石綿濃度
(f/L)

1 2012.6.18 気仙沼市 吹付けアスベスト付近 0.4 0
2 2012.6.18 気仙沼市 吹付けアスベスト付近 0.7 0
3 2012.6.18 気仙沼市 波板スレート工事付近 0.2 0
4 2012.6.18 気仙沼市 波板スレート工事付近 1.3 0.2
5 2012.6.18 気仙沼市 吹付けアスベスト付近 0.7 0
6 2012.6.18 気仙沼市 吹付けアスベスト付近 0.7 0
7 2012.6.18 気仙沼市 波板スレート工事付近 0.5 0
8 2012.6.18 気仙沼市 波板スレート工事付近 0.5 0
9 2012.6.18 気仙沼市 吹付けアスベスト付近 0.4 0.2
10 2012.6.18 気仙沼市 吹付けアスベスト付近 0.4 0
11 2012.6.18 気仙沼市 波板スレート工事付近 0.2 0
12 2012.6.18 気仙沼市 波板スレート工事付近 0.4 0
13 2012.6.18 気仙沼市 波板スレート工事付近 0.7 0
14 2012.6.18 気仙沼市 波板スレート工事付近 0.5 0
1 2012.8.20 気仙沼市 破砕されたスレート付近 0.2 0
2 2012.8.20 気仙沼市 破砕されたスレート付近 0.5 0
3 2012.8.20 気仙沼市 破砕されたスレート付近 0.9 0
4 2012.8.20 気仙沼市 解体工事付近 1.1 0.2
5 2012.8.20 気仙沼市 解体工事付近 0.4 0
6 2012.8.20 気仙沼市 解体工事付近 0.2 0
7 欠番
8 2012.8.20 気仙沼市 破砕されたスレート付近 0.2 0
9 2012.8.20 気仙沼市 破砕されたスレート付近 0.5 0
10 2012.8.20 気仙沼市 解体工事付近 0.7 0.2
11 2012.8.20 気仙沼市 解体工事付近 0.0 0
12 2012.8.20 気仙沼市 解体工事付近 0.2 0
13 2012.8.20 気仙沼市 破砕されたスレート付近 0.2 0
14 2012.8.20 気仙沼市 破砕されたスレート付近 0.0 0
15 2012.8.20 気仙沼市 破砕されたスレート付近 0.5 0
16 2012.8.20 気仙沼市 解体工事付近 0.5 0.2
17 2012.8.20 気仙沼市 解体工事付近 0.7 0
18 2012.8.20 気仙沼市 解体工事付近 0.4 0
19 2012.8.21 気仙沼市 解体工事付近 0.9 0.2
20 2012.8.21 気仙沼市 解体工事付近 1.1 0.4
21 2012.8.21 気仙沼市 解体工事付近 0.0 0.0
22 2012.8.21 気仙沼市 解体工事付近 0.0 0
23 2012.8.21 気仙沼市 解体工事付近 1.3 0
24 2012.8.21 気仙沼市 解体工事付近 0.5 0
25 2012.8.21 気仙沼市 解体工事付近 0.4 0
26 2012.8.21 気仙沼市 解体工事付近 0.4 0
27 2012.8.21 気仙沼市 解体工事付近 0.4 0
28 2012.8.21 気仙沼市 解体工事付近 0.9 0
29 2012.8.21 気仙沼市 解体工事付近 0.2 0
30 2012.8.21 気仙沼市 解体工事付近 0.4 0
31 2012.8.21 気仙沼市 解体工事付近 1.1 0
32 2012.8.21 気仙沼市 解体工事付近 0.7 0
33 2012.8.21 気仙沼市 解体工事付近 0.4 0
34 2012.8.21 気仙沼市 解体工事付近 0.2 0
35 2012.8.21 気仙沼市 解体工事付近 0.9 0
36 2012.8.21 気仙沼市 解体工事付近 0.4 0
37 2012.8.22 気仙沼市 石綿がれき置き場付近 0.0 0
38 2012.8.22 気仙沼市 石綿がれき置き場付近 0.4 0
39 2012.8.22 気仙沼市 石綿がれき置き場付近 0.7 0
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表10-2：気中アスベスト濃度測定結果（気仙沼市）

No. 測定日 測定点 周囲の状況 総繊維濃度
(f/L)

石綿濃度
(f/L)

40 2012.8.22 気仙沼市 石綿がれき置き場付近 0.4 0
41 2012.8.22 気仙沼市 石綿がれき置き場付近 0.0 0
42 2012.8.22 気仙沼市 石綿がれき置き場付近 0.2 0
43 2013.2.18 気仙沼市 解体工事付近 1.4 0
44 2013.2.18 気仙沼市 解体工事付近 1.1 0
45 2013.2.18 気仙沼市 解体工事付近 2.5 0
46 2013.2.18 気仙沼市 解体工事付近 0.2 0
47 2013.2.19 気仙沼市 解体工事付近 1.1 0.2
48 2013.2.19 気仙沼市 解体工事付近 0.7 0
49 2013.2.19 気仙沼市 解体工事付近 0.4 0
50 2013.2.19 気仙沼市 解体工事付近 0.9 0
1 2014.1.18 気仙沼市 市街地 0.5 0.2
2 2014.1.18 気仙沼市 市街地 0.4 0.2
3 2014.1.18 気仙沼市 市街地 0.4 0
4 2014.1.18 気仙沼市 市街地 0.4 0
5 2014.1.18 気仙沼市 市街地 0.2 0
6 2014.1.18 気仙沼市 市街地 0.5 0
7 2014.1.18 気仙沼市 市街地 1.6 0.5
8 2014.1.18 気仙沼市 市街地 0.5 0
9 2014.1.19 気仙沼市 市街地 0.5 0
10 2014.1.19 気仙沼市 市街地 0.0 0
11 2014.1.19 気仙沼市 市街地 0.0 0
12 2014.1.19 気仙沼市 市街地 0.5 0.4
13 2014.1.19 気仙沼市 市街地 0.5 0
14 2014.1.19 気仙沼市 市街地 0.7 0
15 2014.1.19 気仙沼市 市街地 0.7 0
16 2014.1.19 気仙沼市 市街地 0.5 0
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スト濃度の上昇はみられなかった。女川町のがれき

仮置き場に近い仮設住宅に採取した大気試料は電子

顕微鏡により分析したが、アスベスト濃度は定量下

限値以下であった。

　一方、実際の解体現場では、アスベストについて

の表示や看板がなく、アスベスト含有建材を解体し

ている現場、また看板で「アスベスト含有建材なし」

としながら、アスベスト含有建材を破砕している現

場、煙突を調査せずに解体工事が行われている現場

などがみられた。気仙沼市では 2012 年度からアス

ベスト含有建材専用の仮置き場を設置しており、吹

付け材だけでなく成形板への対策を開始しているが、

実際の現場までは対策が徹底されていない点が危惧

された。

2) リスク・コミニュケーション、リスク対策

　女川町では、2012 年 9 月 22 日、2013 年 1 月 20 日、

7 月 31 日に、気仙沼市では、2012 年 9 月 29 日、

2013 年 7 月 29 日に住民向けの説明会を開催し、そ

の時点での調査の結果報告を行った。この際にも、

防じんマスクの配布と使い方の講習、石綿含有建材

の見分け方の講習を実施した。2013 年度は仮設住

宅で住民の意識調査を実施した。女川町での最終報

告会は石巻市での報告会と兼ねて 2013 年 11 月 30

日に開催した（P.26）　

　2014 年 1 月 19 日には気仙沼市において「アスベ

スト被害のない被災地の復興を！東日本大震災のア

スベスト対策を考える集い in 気仙沼」を開催し、2

年間の調査と活動の成果を報告した。参加者は 20

名で、気仙沼市在住、在勤の参加者は 11 名であった。

この報告会に参加したボランティア団体気仙沼復興

協会から依頼を受けて、今後ボランティアにより清

掃などの整備が行われる県立向洋高校にて、建物の

アスベスト調査と気中濃度測定を実施し、ボランティ

ア作業可能の結果を同協会に報告した。

３．南相馬市、浪江町　2013 年 4月〜 12 月
1) アスベスト含有建材の状況調査

　南相馬市でのアスベスト含有建材調査は 2013 年

5 月 20-21 日、8 月 12 〜 13 日、10 月 8 〜 9 日、

11 月 8 〜 10 日、11 月 20 日行われ、延べ 25 人が

図5：南相馬市のマッピングの結果
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参加した。南相馬市は福島第 1 原子力発電所事故の

放射線の影響から、市の南部にあたる原町区の一部

と小高区が「警戒区域」に指定され、立ち入りが制

限されてきたが、2012 年 4 月に「避難指示解除準

備区域」等となり、立ち入りは可能となった。この

地域の建物の解体については市ではなく、環境省が

所管しており、福島環境再生事務所浜通り北支所で

担当者と面談したところ、市の北部の制限のない区

域でも避難者が多いことから被災した建物の解体・

撤去と廃棄物の処理は他県と比較して遅れている状

況にあり、解体工事の受付を継続しているが、件数

は月に 10 件程度とのことであった。私たちが視察

した限りでは、北部では解体工事はほとんど見られ

ず、南部では被災当初の状況で建物が残されていた。

南相馬市よりも福島第 1 原子力発電所に近い浪江町

は一部が「避難指示解除準備区域」とされ、立ち入

りには許可が必要となっている。私たちは 2013 年

11 月 10 日に浪江町駅周辺を調査の立ち入ったが、

建物は被災当初の状態で残されており、解体等の計

画は現状では立てられていない。

　以上の状況から、南部の小高区を中心に調査を進

めることとし、11 月 8-10 日マッピングと建材調査

を実施した。農村地域であり、木造一戸建ての住宅

が大部分であることから、木造住宅に使用される、

屋根材では住宅屋根用スレート、外壁材は窯業系サ

イディング、軒天はフレキシブル板またはケイ酸カ

ルシウム板の使用の有無を記録した。GPS により位

置情報を記録しながら写真をとる方法で容易に調査

をすることができた。住宅屋根用化粧スレート 1 件、

窯業系サイディング 27 件、けい酸カルシウム板 31

件、波板スレート 1 件が確認された。鉄筋または鉄

骨造の建物はなく、吹付け材や断熱材は見られなかっ

たが、木造戸建て住宅でもアスベスト含有建材が多

く確認された（図 5）。

　脱落していて採取可能な建材 9 点を採取し、現場

で目視とルーペにて含有の有無を判定し、そのうち

5 点がアスベスト含有と判定された。持ち帰った試

料を偏光顕微鏡（ISO22262-1 の方法）によりアス

ベスト含有の有無を分析したところ、目視判定の結

果は 7 点正解、1 点が含有ありをなしとし、1 点が

含有なしをありとしていた。

　福島環境再生事務所の紹介により、建物の２ヶ所

の解体工事を見学することができた。いずれも木造

家屋の解体工事を行っていたが、アスベスト含有の

可能性のある成形板がみられたが、分析や対策が行

われている様子はなく、作業者も防じんマスクを使

用していなかった。

　がれきの仮置き場については、5 月の段階で分別

はされているものの十分に管理されず、道路上に散

乱している状況がみられた。8 月に市が管理するも

のと環境省が管理するものを各 1 ヶ所を見学したと

ころ、いずれもアスベスト含有建材またはアスベス

ト含有のおそれのある建材は受け入れの段階で分別

され、専用の置き場に保管されていた。

　南相馬市では、11 月 8-9 日に気中アスベスト濃度

測定を実施し、31 測定を実施した。対象はがれき仮

置き場周辺とした。結果を表 11 に示す。 測定中は

がれきの積み上げなどの作業が行われていたが、全

ての測定点においてアスベスト濃度の上昇はみられ

なかった。１点の大気試料は電子顕微鏡により分析

写真25：不適切なアスベスト除去後の解体工事（左：解体中、中：散乱する吹付けクロシドライト、右：柱に付着する
吹付けアモサイト、2012.8.30）
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表11：気中アスベスト濃度測定結果（南相馬市）

No. 測定日 測定点 周囲の状況 総繊維濃度
(f/L)

石綿濃度(f/
L)

1 2013.11.8 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.2 0
2 2013.11.8 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.9 0
3 2013.11.8 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.0 0
4 2013.11.8 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.0 0
5 2013.11.8 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.2 0
6 2013.11.8 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.7 0
7 2013.11.8 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.5 0
8 2013.11.8 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.2 0
9 2013.11.8 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.0 0
10 2013.11.8 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.0 0
11 2013.11.9 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.4 0
12 2013.11.9 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.2 0
13 2013.11.9 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.2 0
14 2013.11.9 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.0 0
15 2013.11.9 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.7 0.2
16 2013.11.9 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.9 0
17 2013.11.9 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.4 0
18 2013.11.9 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.9 0.2
19 2013.11.9 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.2 0
20 2013.11.9 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.0 0
21 2013.11.9 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.4 0
22 2013.11.9 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.2 0
23 2013.11.9 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.4 0
24 2013.11.9 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.2 0
25 2013.11.9 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 1.1 0
26 2013.11.9 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.7 0.2
27 2013.11.9 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 1.3 0.4
28 2013.11.9 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.9 0.2
29 2013.11.9 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 1.8 0.2
30 2013.11.9 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.2 0
31 2013.11.9 南相馬市小高区 がれき仮置き場周辺 0.5 0

含有

なし

含有

あり クリソタイル アモサイト クロシドライト 2種類以上 計
吹付け材 76 6 2 2 2 0 82
煙突用断熱材 0 1 0 1 0 0 1
ケイカル2種 3 2 1 0 0 1 5
ケイカル1種 6 6 3 0 0 3 12
波板スレート 1 24 22 0 0 2 25
平板スレート 7 11 10 0 0 1 18
石膏ボード 7 1 1 0 0 0 8
スラグ石膏板 1 4 2 0 0 2 5
床用ビニルタイル 3 2 2 0 0 0 5
床用ビニルシート 1 2 2 0 0 0 3
屋根用化粧スレート 1 2 2 0 0 0 3
窯業系サイディング 4 8 8 0 0 0 12
押出成形セメント板 1 4 4 0 0 0 5
ロックウール吸音板 4 1 1 0 0 0 5
計 115 74 60 3 2 9 189

表12：被災地で採取したアスベスト含有が疑われる建材の含有分析結果



34

したが、アスベスト濃度は定量下限値以下であった。

2) リスク・コミニュケーション、リスク対策

　南相馬市では、調査を行った小高区は住民は居住

していないため住民向けの調査報告説明会は開催し

なかった。調査で得られた情報は環境省福島再生事

務所浜通り北支所へ提供した。

４．被災地で採取したアスベスト含有が疑われる建
材の石綿含有分析結果
　調査の中で採取したアスベスト含有が疑われる建

材は 189 試料で、これらは ISO22262-1 の方法によ

りアスベスト含有の有無を分析した。日本の代表的

なアスベスト含有建材 14 種類が採取された。結果

を表 12 に示す。吹付け材は飛散リスクが高いため

多く採取したが、含有が認められた試料は 82 試料

中 6 点で 7.3％のみであった。波板スレートはほと

んどがアスベスト含有で、含有のない１点は改修工

事用の新しい建材であった。

５．吹付けアスベスト除去現場での不適切な工事
　石巻市内の吹付けアモサイトおよび吹付けクロシ

ドライトが施工されていた建物では、2012 年 3 月

に専門業者により当該吹付けアスベストの除去が施

工され、同年 8 月 21 日から建物の解体工事が開始

された。しかし私たちが 8 月 30 日に解体工事半ば

の状態の現地を視察したところ、多数のクロシドラ

イトおよびアモサイトの塊が散乱している状況で

あった（写真 25）。明らかに吹付け材が適切に除去

されないまま解体工事が進められており、石巻市災

害廃棄物対策課と石巻労働基準監督署へ連絡し、工

事を一時停止し、飛散防止の措置がとられた。2012

年 9 月 4 日の環境省・厚生労働省の東日本大震災被

災地アスベスト対策合同会議での石巻視察でも現地

視察を行い経緯と現状が報告され、厚生労働省は通

達「建築物の解体等の作業における石綿ばく露防止

対策の徹底について〜第 8 回東日本大震災アスベス

ト対策合同会議の専門家意見を踏まえ〜」を発した。

少なくとも 10 日間にわたって解体工事が行われた

ことにより、周辺へアスベストを飛散させた可能性

がある。　

６．活動報告会
1) 仙台　2013 年 3 月 20 日　

　2013 年 3 月 20 日仙台市において、本調査・活動

質問項目 回答 1 2 3 4 5 6
1.どこで知った 1.新聞、2.知人、3.ちらし、4.ラジオ、5.その他 2 8 9 0 14 -
2.住所　※ 1.仙台、2.女川、3.石巻、4.気仙沼、5.他宮城県、6.その他 11 0 2 0 9 12
3.印象に残った 1.講演、2.報告1、3.報告2、4.報告3、5.WS1、6.WS2 19 14 16 6 6 8
4.アスベスト危険性 1.よく理解、2.理解、3.よく分からない、4.全く分からなかった 20 14 0 0 - -
5.被災地のアスベスト 1.よく理解、2.理解、3.よく分からない、4.全く分からなかった 20 15 0 0 - -
6.全体 1.とても良い、2.良い、3.良くない、4.全くわからなかった 16 19 0 0 - -

※2.住所はアンケートに記載された住所で、本文中の参加者住所の内訳は受付名簿の情報です。

表13:	2013.3.20「アスベスト被害のない被災地の復興を！」アンケート結果

写真26：「アスベスト被害のない被災地の復興を」の様子（2013.3.20）
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の２年間の報告などのために「アスベスト被害のな

い被災地の復興を　東日本大震災から２年、これら

かのアスベスト対策を考える集い in 仙台」を開催し

た。参加者は 101 名で、宮城県 52 名（仙台：20 名、

石巻：6 名、その他：26 名）、福島県 2 名、関西 14 名、

その他 23 名、報道 7 名、不明 3 名であった。アンケー

トは 35 名が提出し、回収率は 35％であった。アン

ケートの結果を表 13 に示す。アスベストの危険性

を理解することができ、全体的に良い評価を受けた

と思われる。感想は 12 名の参加者が記入し、「アス

ベストについて知らなかったことがわかった」、「継

続して開催してほしい」、「放射線の高い地域での今

後の対策を考えたい」などの意見が寄せられた。ま

たこの企画には「中皮腫・アスベスト疾患・患者と

家族の会」から関西を中心にアスベスト被害を受け

た方やその家族の方も参加し、アスベスト被害の現

実を訴え、被災地のアスベスト被害をなくす取り組

みへの理解と参加を呼びかけた。

2) 仙台　2014 年 3 月 21 日

　2014 年 3 月 21 日仙台市において、本調査・活動

の 3 年間の報告などのために「アスベスト被害のな

い被災地の復興を　東日本大震災から３年、これら

かのアスベスト対策を考える集い in 仙台」を開催し

た。参加者は 65 名で、宮城県 39 名（仙台市：24 名、

栗原市：8 名、その他：7 名）、東京 14 名、その他 9 名、

不明 3 名であった。アンケートは 18 名が提出し、

回収率は 28％であった。アンケートの結果を表 14

に示す。アスベストの危険性を理解することができ、

全体的に良い評価を受けたと思われる。感想は 4 名

の参加者が記入し、「建設業界、解体業などへの教育

が重要」、「定期的に勉強会を位行ってほしい」、「自

治体職員と解体現場作業者、管理者に知らせてほし

い」などの意見が寄せられた。

７．労働者教育
　石巻市災害廃棄物対策課との協議と情報交換を通

じて、2012 年度には石巻市が発注する建物の解体

工事が 4,000 件予定されており、解体工事の経験

の少ない業者、アスベスト含有建材について認識の

少ない業者も参入する可能性があり、労働安全衛生

法に定める石綿関連作業に従事する労働者全員が受

けなければならない石綿作業特別教育が十分に行わ

れない点が危惧された。そのため通常は事業者が実

施する特別教育を市が開催し、東京労働安全衛生セ

ンターが講師を派遣することになった。特別教育は

2012 年と 2013 年に６回開催され 388 名が受講し

質問項目 回答 1 2 3 4 5 6
1.どこで知った 1.新聞、2.知人、3.ちらし、4.ラジオ、5.その他 2 7 2 8 -
2.住所　※ 1.仙台、2.女川、3.石巻、4.気仙沼、5.他宮城県、6.その他 7 0 1 0 9 1
3.印象に残った 1.講演、2.報告、3.シンポジウム、4.WS、5.なし 9 11 8 3 0 -
4.アスベスト危険性 1.よく理解、2.理解、3.よく分からない、4.全く分からなかった 9 9 0 0 - -
5.被災地のアスベスト 1.よく理解、2.理解、3.よく分からない、4.全く分からなかった 9 9 0 0 - -
6.全体 1.とても良い、2.良い、3.良くない、4.全くわからなかった 7 11 0 0 - -

※2.住所はアンケートに記載された住所で、本文中の参加者住所の内訳は受付名簿の情報です。

表14:	2014.3.21	アスベスト被害のない被災地の復興を！」アンケート結果

写真27：「アスベスト被害のない被災地の復興を」の様子（2014.3.21）



36

た。また 2013 年には福島県では建設労働組合であ

る全建総連福島（福島県建設労働組合連合会）との

協議から、復興のための建物の解体や改築に従事す

る労働者をアスベストから守るために石綿作業特別

教育を開催し、東京労働安全衛生センターが講師を

派遣することになった。福島県では２回の特別教育

が開催され、82 人が受講した。

　また石綿に関連する作業場で労働者の石綿ばく露

を防ぐために労働者を指揮する石綿作業主任者を養

成する石綿作業主任者技能講習は、石巻市では開催

されず、宮城県、福島県ともに実施回数が少ないため、

２つの県で東京労働安全衛生センターが登録教習機

関として登録し、講習を開催した。

　特別教育と作業主任者技能講習の実施状況を表 15

に示す。

　2013 年度の特別教育では、教育の効果を確認す

るために教育の前後にアンケートをとり集計した。

結果は表 16 のとおり。「吹付けアスベストはたいへ

ん危険だ。」「アスベストはたいへん危険なので注意

しなければならない。」の質問は教育前も高く、漠然

とした危険性の認識は教育前から共通していた。「ア

スベストは多少吸っても大丈夫だ。」を「はい」とし

た受講者は教育前の 10.8％から 1.4％に減り、「作

業着は家に持ち帰ってはならない」は 60.1％から

97.1％に増えるなど、アスベストについての基礎的

な知識と具体的な対策についての教育の効果が確認

された。

8．被災した住民の意識調査
　2013年7月29日から2014年1月19日に石巻市、

女川町、気仙沼市にて被災住民に直接対面して口頭

での聞き取り調査。95 人から回答を得た。

 　アスベストについて知っていると回答したのは

84.2％にあたる 80 人だが、建物に使用されている

ことを指摘したのは約半数、健康被害に

ついて知っている人も約半数で、何かし

ら知識を持っている人は 66％だった。知

らないと答えたのは、10 代が 100％で

あった。具体的な内容では、建材につい

ては吹付けアスベストは多くの人が知っ

ているが、壁材などの成形板にアスベス

トが入っていることを指摘したのは１人

だけだった。疾患については、肺の疾患

やがんと答えた人は３０名以上あったが、

中皮腫と答えた人は４人のみだった。被

災地のアスベストについて見聞きしたこ

とがある人は 58.9％にあたる 56 人だが、

テレビなどのマスコミからの情報がほと

んどで、自治体の広報から情報を得たの

は 5 人だけであった。被災地にアスベス

ト含有建材のある建物、がれきがあるこ

とを知っている人は 42.1％で半数以下で

あり、情報源としては他人や噂が最も多

かった。またアスベストについて健康障

害や建物、がれきについて気になる人は

約半数の 47 人、気にならないと回答な

しを合わせた人も約半数の 48 人であっ

た。

　以上から被災地の住民はアスベストに

表15：労働者教育実施状況

表16：労働者教育の効果

質問
回答「はい」の％
前 後

1.アスベストは多少吸っても大丈夫だ。 10.8 1.4

2.アスベスト含有建材は実際には少ない。 23.5 7.7

3.これまではアスベスト含有建材については注意していなかった。 58.3 55.5

4.アスベストの対策は難しく、専門家にまかせればいい。 52.0 43.1

5.吹付けアスベストはたいへん危険だ。 99.0 99.0

6.床用ビニルタイル、石膏ボードでもアスベストが入っているものがある。 84.8 99.0

7.たばこを吸っているとアスベストの病気になりやすい。 52.0 85.6

8.ほとんどの波板スレートにはアスベストが入っている。 74.4 98.1

9.アスベストはたいへん危険なので注意しなければならない。 99.0 100.0

10.解体作業で使った作業着は家に持ち帰ってはならない。 60.1 97.1

実施県 会場 年月日 受講者数

特別教育 

宮城 石巻市河北 2012.5.17 54
石巻市河北 2012.5.18 77
石巻市桃生 2012.5.21 68
石巻市河北 2012.7.3 72

宮城 石巻市河北 2013.6.4 47
石巻市桃生 2013.6.5 70

福島 安達郡大玉村 2013.10.31 49
南相馬市原町 2013.11.1 33
計 450

作業主任者 

宮城 石巻市河北 2012.6.14-15 30
石巻市河北 2012.8.29-30 20

宮城 石巻市河北 2013.7.10-11 21
福島 安達郡大玉村 2013.12.11-12 18

計 89
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ついて、テレビなどのマスコミで問題とされている

ことは知っているが、的確な情報が得られていない

ことが懸念される。

　被災した住民の意識調査の結果のまとめは巻末資

料に添付した。

9．作業者へのアンケート調査
　2013 年 12 月、前項の石巻での石綿作業特別教育

および作業主任者技能講習受講者 388 名に対して、

実際の解体現場での成形板のアスベスト関連作業の

実態を知るためにアンケート調査を実施した。回答

は 110 名から得られ、回答率は 28.4％であった。

　アンケート結果から、もともと解体業であった

作業者は 4.5％に過ぎず、解体業以外の建設業が

64.5％で大半を占め、建設業以外から解体作業に従

事した人は 29.1％であった。波板スレートの解体改

修に従事したことがある人が 34.5％、スレート以外

のアスベスト含有建材取り扱いのある人が 34.5％、

これらのいずれかがある人が 52 人、47.2％で、約

半数の人がアスベスト含有建材を取り扱っていた。

これら 52 人の中では、取り扱いの際に散水をした

人は 63.5％だが、割らないと答えた人は 25％のみ

で、バール破砕 3.8％、重機で破砕も 7.7％あった。

また半年に一度の健康診断も必要になるが、実施さ

れているのは 1.9％に過ぎず、防じんマスクも取り

替え式防じんマスクの着用が義務づけられているが、

使い捨て防じんマスクの使用か全く着用していない

人が 10％あった。特別教育を受けて基本的なアスベ

ストの知識と法定の対策を知っている人を対象とし

た調査でも、現場での対策が十分に行われておらず、

法定の健診なども行われていない現状が伺われる。

　作業者へのアンケート調査の結果のまとめは巻末

資料に添付した。

10. 自治体へのアンケート調査
　2014 年 1 月 15 日に岩手県、宮城県、福島県の震

災被害を受けた 32 市町村のがれき処理と被災建物

対策の担当部署へ郵送の方法でアンケート用紙を送

り、19 自治体から回答を得た。

　災害廃棄物等中のアスベスト含有建材の量につい

ては、津波堆積物と災害廃棄物の両方について量を

把握してるのは 1 自治体のみで、災害廃棄物への混

入量を把握している自治体は 10 自治体（53％）で

あった。把握していない自治体は 4 自治体（21％）、

「ない」という現実的でない回答も４自治体 21％）

あり、4 割の自治体はアスベスト含有建材について

把握ができていない。一部にしろ把握ができてい

る自治体間でも、全体の廃棄物の量に対するアス

ベスト含有建材の割合は、0.01％未満から 1％以上

（0.001-4.1％）もの開きがあり、分別の対象や方法、

精度に大きな違いがあることが伺われる。津波堆積

物中のアスベスト含有建材の分別については、なし

が 2 自治体（11％）だが、仕様書に特記が 2（11％）、

分別のための教育を実施した自治体も 8　自治体

（42％）あり、自治体により対応が異なる。

　地方自治体が発注した被災建物の解体工事につい

ては、総件数は全ての自治体で件数を把握している

が、レベル 1,2 のアスベスト含有建材を含む建物の

解体工事では 6 自治体（32％）が不明または NA と

している。レベル３含有建材を含む建物の解体工事

では、不明または NA は 8 自治体（42％）となり、

0 件も 7 自治体（37％）であった。　

　震災前の平時の建物のアスベスト調査の必要性に

ついては、レベル３建材も含めた全てのアスベスト

含有建材について実施すべきと答えたのは７自治体

（37％）あり、レベル 1,2 について実施すべきの４

自治体（21％）と合わせて半数を超えた。

　自治体へのアンケート調査の結果のまとめは巻末

資料に添付した。
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11. 学会発表、誌上発表、報道

　この調査・活動に関連する学会発表、誌上発表、報道は以下のとおり。

2011 年　 

  7.26　ASTM Johnson Conference ( 米国、バーモンド州）にて発表 ”Conparative study between JIS A         

 1481 and ISO/DIS 22262-1"

   9.11　フジテレビ「新報道 2001」にて活動紹介

10.14　建通新聞にインタビュー記事掲載

11.1　労働の科学 11 月号に投稿記事「被災地のアスベストの状況とばく露防止対策の重要性」

11.18　Asia Asbestos Initiative（釜山、韓国）にて発表 ”Impact of asbestos containing debris of   

 Northeast earthquake in Japan”

2012 年

  1.25　「環境と公害」誌に投稿記事「東日本大震災の被災地におけるアスベスト問題」

  5.31　石巻かほく紙に投稿記事「被災地で防じん対策を」掲載　

  9.14　第 53 回大気環境学会（神奈川大学）にて発表「煙突用石綿断熱材からの石綿飛散について」

10.  9　NHK「おはよう東北」で被災地のアスベスト問題の報道と活動紹介

10.17　NHK「おはよう日本」で被災地のアスベスト問題の報道と活動紹介

10.19　建通新聞にインタビュー記事掲載

11.10　明治大学第 28 回社会科学研究所シンポジウムにて発表「東日本大震災のアスベスト問題」

11.14　第 52 回日本労働衛生工学会にて発表「ISO22262-1 による建材等の石綿含有分析の実際」

2013 年

  1.11　毎日新聞に活動紹介の記事 (P.63 参照 )

  1.27　第 1 回石綿問題総合対策研究会（東京工業大学）にて発表「東日本大震災被災地における石綿対 

 策の実例」

  1.28　ABC（オーストラリア放送協会）で被災地のアスベスト問題についてインタビュー放映

  3. 1　東京新聞に活動紹介の記事 (P.64 参照 )

  5.15　日本産業衛生学会にて口演「東日本大震災における石綿対策の実例」

  8.29　石巻市で日本労働安全衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ会宮城支部石巻健康影響調査班「震災被災地の石綿・粉じん 

 等環境と健康影響調査報告会」にて報告

11.16　広島市市民公開講座にて報告「震災や津波によるアスベスト飛散」

11.26　静岡県静岡市での第 18 回分析技術研修会　〜アスベスト測定の最新動向〜 にて講演「建材中の 

 アスベスト測定について　−ＩＳＯ法およびＪＩＳ法の解説−」

12.14　静岡県浜松市で日本産業衛生学会東海地方会東海産業衛生技術部会第 5 回特別企画にて報告「東 

 日本大震災とアスベスト問題」

2014 年

  2.1-2　第 2 回石綿問題総合対策研究会（東京工業大学）で発表「石綿含有建材の迅速判定法とその教 

 育について」、「煙突の通常使用時の石綿飛散および事故事例について」

  3.1　　労働の科学 3 月号に投稿記事「被災地の石綿問題とこれからの石綿対策」
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VII. 考察

　私たちの３年間の多岐にわたる調査は、当初から

全体を展望して計画されたものではないために系統

的とはいえないかもしれない。地域を限定しながら

も、それでも被災地域は広大であり限定された地域

を全て網羅したとはいえないかもしれない。また公

的なルートを持たないために部分的な欠落があるか

もしれない。考察では、利用できる他の資料、政府

による調査結果、日本産業衛生学会震災関連石綿・

粉じん等対策委員会の報告書 16)、報道なども加えて

検討し、被災地のアスベストの状況とこれからのア

スベスト対策について展望する。

１．被災地のアスベスト含有建材の状況
　被災地のがれきは、津波により建物が破壊された

ことにより発生したがれき（津波堆積物）とその後

（半）倒壊の建物が解体されることにより発生したが

れき（災害廃棄物）に大別される。前者は当初の段

階から土砂、漁具などと混合しており、その中にア

スベスト含有建材の断片が混ざっている状態であっ

た。自治体への聞き取り調査から、これらは津波発

生直後の救助活動の過程から仮置き場へ移動され、

その過程で可能な限りアスベスト含有建材は分別さ

れ、さらに２次処理施設でもアスベスト含有建材は

人力で分別されていると発表されている。現地調査

とアンケートから一部の自治体はアスベスト含有建

材の分別に努めているものの、量的な把握は不十分

であり、分別の方法の検討やその精度の点検は実施

されておらず、どこまで分別されているのかその評

価は行われていない。

　（半）倒壊建物の解体工事は 2011 年夏以降に本

格化し、2012 年度中にほとんどが終了し、がれき

仮置き場へ、さらに処理施設へ移動した。2013 年

度中には岩手県、宮城県のがれきの処理は終了する

予定となっているが、福島県内の一部の自治体では

2014 年度以降も建物の解体工事とがれきの処理が

続くために、継続したアスベスト対策が必要となる。

建物解体時の状況については以下に建材ごとに記す。

１）アスベスト含有吹付け材（石綿障害予防規則の

レベル１建材）

　吹付けアスベストはアスベストとセメント、水を

鉄骨等に吹付け施工するもので、含有率が高く飛散

しやすい特徴があり、アスベスト含有率も 50％以上

であることから、最も危険な種類のアスベスト含有

建材である。施工時にもアスベスト飛散が激しいこ

とから 1975 年に事実上禁止されている。吹付けア

スベスト禁止後は、これに替わって吹付けロックウー

ルが使用されている。1975 〜 80 年まで製品として

の吹付けロックウールにアスベストが混ぜられてお

り、それ以降も低い（0.1-1％程度）含有率でアスベ

スト含有が認められるものがある。アスベスト含有

吹付けロックウールは吹付けアスベストよりもアス

ベスト含有率が低く、飛散リスクは低いが、他の吹

付け材とともに「レベル１建材」として厳重な飛散

防止対策が求められている。

　1995 年の阪神淡路大震災では吹付けアスベスト

のある建物が多く残されており、これによる飛散が

確認されており 17）、現実のアスベストによる被害が

発生している。一方、本調査で発見されたアスベス

ト含有吹付け材は予想外に少なく、採取できた吹付

け材 82 試料のうち６試料にアスベスト含有が認め

られ、１試料がクリソタイル含有吹付けロックウー

ルであった (P.33、表 12)。阪神淡路大震災と比較し
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て吹付けアスベストが少ないと考えられるが、その

理由は、①阪神淡路大震災は吹付けアスベストの禁

止から 20 年後であり、それらが多く残されていた

ため、②クボタショック（2005 年）を経て公共施

設の吹付けアスベストの多くは除去されたため、ま

た③被災地で鉄骨造などの中規模の建物が建築され

たのが主に 1980 年以降だったため、等が考えられ

る。また阪神淡路大震災以降に大気汚染防止法が改

正され規制が強化されたことにより、今回の震災で

は、当初から各自治体は把握に努め、確認されたも

のは専門業者により除去工事が行われた。石巻市で

は建物調査を調査会社に委託し、吹付け耐火被覆が

発見された場合は専門の除去業者に除去を発注して

いる。また気仙沼市ではアスベスト含有吹付け材が

発見された建物の解体工事は中止、先送りされた。

この点は阪神淡路大震災後の復旧の過程で吹付け石

綿が除去されずに多くの建物が解体された状況から

改善した点といえる。少なくとも吹付け材について

は注意が払われ、対策工事が行われたと考えられる。

　しかし実際の除去工事では問題が生じている。結

果 5.（P.32）で述べたように、本調査の中で吹付け

材の除去工事にともなう飛散事故が発生している。

厚生労働省と地方自治体が実施したレベル１、２の

除去の現場での測定でも少なくない現場で高濃度の

石綿の飛散が確認されている。厚生労働省と環境省

による東日本大震災被災地石綿対策合同会議では

厚生労働省が調査した 80 の石綿除去現場のうち約

16％にあたる 13 現場で漏洩が報告されている（表

17）。この状況は被災地で監視が強化されているた

めに発見されているもので、発見されてはいないが

日本全国で同様の状況があると推察される。16% の

アスベスト除去現場で漏洩という現実は極めて深刻

な状況と言わざるをえない。行政による被災地での

気中濃度測定などの調査は、現場の事業者へ予告さ

れて実施していることを考慮すれば、実態はより悪

いことも考えられる。厚生労働省は 2012 年 10 月

と 2013 年 1 月に通達によりアスベスト除去現場で

の対策の徹底を呼びかけたが、2013 年 11 月の段階

では 20 件中５件の漏洩で 25％に増悪している。

　こうした背景もあり、環境省は 2013 年大気汚染

防止法を改正、厚生労働省も 2014 年石綿障害予防

規則を改正し、基本的に規制を強化する方向性を打

ち出している。

　法改正による規制の強化は評価されるものの、本

調査でアスベスト除去事業者からヒアリングのなか

で求められた除去事業者のライセンス制、罰則の強

化は改正には盛り込まれておらず、立ち入り権限の

強化（大気汚染防止法）も実際の運用は実行する地

方自治体に任されている。アスベストの疾患は数十

年後に発症する。数十年後のための対策に費用をか

けることを、小規模事業者が多い解体事業者やアス

ベスト除去事業者に求めることは無理がある。国に

よる抜本的な規制強化が必要である。

２）煙突用断熱材

　ボイラーなどの煙突を要する設備のある建物には

アスベスト含有煙突用断熱材が使用されている場合

があり、飛散しやすいアモサイトを 70-80％含有す

る断熱材が煙突の内側に露出しているものもある。

また煙突断熱材は図面に記載がないこともあり、見

落とされることも問題となっている。また建物が半

倒壊していたり、地下のボイラー室が水没している

ことにより除去工事が難しいケース、煙突にアクセ

スできず調査が難しいケースもあった。

　2012 年 9 月には釜石市の小学校で煙突内の断熱

材が見落とされて解体されている 18)。また厚生労

働省の調査でも漏洩が確認された現場 13 件のうち

４件が煙突除去の現場であり、2013 年の２件の現

場ではいずれも高濃度（排気口で 433f/L と 540f/

年度 測定現場数 うち石綿除去作業場数 うち石綿飛散現場数
うち煙突除去中の
飛散現場数

2011 100 22 4 1
2012 100 38 4 1
2013 59 20 5 2

計 259 80 13 4

表17：厚生労働省調査による被災地のアスベスト濃度測定からみた飛散事故件数
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L）の漏洩があった。被災地での事例はないが 2013

年 9 月には、さいたま市で煙突内の断熱材の除去中

に煙突の亀裂からアスベストを漏洩させる飛散事故

（520f/L）が発生しており（2013.9.13 さいたま市

発表）、被災地で躯体に損傷を受けた建物の場合の除

去工事の難しさが伺われる。さらに煙突については、

通常使用時でもボイラーの熱風によって断熱材から

アスベストが飛散することが報告されている 8）。

　煙突断熱材はアスベスト含有建材の中でも外部に

露出しており、かつ風などの力を常に受けている特

殊な材料である。調査の段階での見落としも多い。

最近では除去の際には超高圧水を使用して削り取り、

洗い流す方法が取られることがあり、報告されてい

る漏洩事故はこの工法をとっている場合が多い。漏

洩の直接的な原因は、負圧排気装置の不具合、躯体

の損傷からの漏洩などだが、建物内の上下を貫く竪

穴部分にあたり、上下と建物内外の温度差、屋上の

開放空間での養生設営など困難な条件が多いことが

関連していると思われる。アスベスト含有煙突断熱

材は、調査、管理、除去の各場面において、他のア

スベスト含有建材にはみられない困難さがあると考

えられる。煙突のある建物は基本的に鉄筋コンクリー

ト造の比較的大きな建物で、かつ公共性の高い建物

が多いことから、個別の煙突について調査し、リス

クにもとづいて維持、管理すること、また除去工法

についても検討すること、などの特別な対策が必要

と思われる。

３）成形板等（石綿障害予防規則のレベル３建材）

　津波被災地は漁港や港湾地域であり、水産加工の

工場、倉庫、工場が多いため波板スレートなどのス

レート系の成形板が大量に使用されている。1995

年には輸入された石綿の 60％以上がスレート板に使

用されており、この対策は重要である。規模の大き

な自治体では、2011 年度中にがれき仮置き場にア

スベスト含有建材専用の置き場所を設置しているが、

自治体へのアンケート調査では、がれき処理の終了

まで、全く認識がなかった自治体も 4 割を占める。

　実際の解体現場では、対策は吹付けアスベストと

比べて遅れをとり、必ずしも十分な対策が採られな

かった。明らかにアスベスト含有の波板スレートを

破砕するような成形板についての不適切な工事はし

ばしば見受けられた。作業者に話を聞くと、アスベ

スト含有の認識なく工事を行っていることがほとん

どであった。保護具も着用していないことが多く、

作業者の曝露の可能性は高かったと判断される。成

形板としては、スレート板の他にケイ酸カルシウム

板、ロックウール吸音板、石膏ボード、床用ビニル

タイル、床用ビニルシート、窯業系サイディング、

押出成形板スラグ石膏板など、ほとんど全ての種類

の石綿含有成形板が被災地でもみられた。

　木造住宅ではスレート板の一種であるアスベスト

含有の住宅屋根用化粧スレートが関東以西ではよく

みられるが、東北地方では積雪との関係から金属製

の屋根材が使用されることが多く、アスベスト含有

屋根材は少ない。しかし南相馬市小高区での調査の

結果から、木造住宅でも屋根（住宅屋根用化粧スレー

トなど）、壁（窯業系サイディングなど）、軒天（ケ

イ酸カルシウム板など）のように外装材全てにアス

ベスト含有していることも多いことがわかった。

　作業者へのアンケート調査結果から、アスベスト

含有建材の取り扱いでは、63.5％が散水をしている

ものの破砕せずに除去は 25％にすぎず、重機で破砕

も 7.7％あった。防じんマスクの着用と特殊健康診

断も十分に実施されていない実態が明らかになった。

自治体へのアンケート調査結果でも、約半数の自治

体は成形板等のアスベスト含有建材の存在を知らな

いか、把握していない。

　石綿障害予防規則により、解体前の事前調査はも

ちろん現場での対策として散水などの湿潤化と破砕

せずに除去すること（手ばらし）、保護具の着用の

他、健康診断、特別教育、作業記録の保存などが義

務付けられているが、届出の義務がなく誰も監視し

ていないために生じるこうした状況は被災地以外で

も見られる。2013 年 12 月 31 日の朝日新聞には東

京都内で、スレート板が施工されている建物が散水

なしに重機で解体されている状況が報告されている

(P.65)。費用をかけたくない建物の解体の際に、散

水し破砕せずに除去するという手間をかけることを

嫌うのは心情的には理解できるが、石綿を発散させ

作業者、周辺の人々に発がん物質を吸わせてしまう

ことになりかねない。輸入された石綿の大半が成形

板に使用されており、この部分の対策を広く普及さ

せることが被害の最小化のために重要だ。

　成形板等を「非飛散性アスベスト含有建材」と呼
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ぶことがあるが、これはもともと海外で Non-Friable

つまり「非易損（壊れやすくはない）」の意味であり

誤訳である。この誤訳から、成形板は飛散しないと

いう誤解が広がり、現場での曝露リスクを高めてい

ることが指摘されている 19)。

　一部の自治体では条例により届け出等を義務付け

て成果を上げている。解体業だけでなく改修工事で

取り扱うこともあり、多くの作業者が関わる点では、

労働者教育の重要性も無視できない。こうした取り

組みを広げて成形板対策を強化する必要がある。

４）被災後の建材の調査について

　私たちの調査では建物を外から観察してアスベス

ト含有の可能性のある建材を見つける方法でマッピ

ングし、試料の採取が可能な場合は写真を撮り試料

を採取した。建物の内部に入ることは危険であり、

水没している個所もあり、屋根裏、煙突、機械室、

屋上などアスベスト含有建材の使用の可能性が高く、

通常の調査で確認しなければならない場所へのアク

セスが制限される。被災してからの建物の調査は不

十分ならざるを得ないことに留意すべきで、そのた

め自治体が発注する解体工事などで、石綿障害予防

規則による事前調査を実施したとしても、それが不

十分なまま入札され決定し、実際には煙突などにア

スベスト含有建材が残されている可能性や工事の途

中でアスベスト含有建材が発見された場合に費用の

変更ができないためにアスベスト含有建材が「なかっ

たことにされる」可能性が考えられる。被災後の建

物調査には限界があると言わざるをえない。自治体

へのアンケート調査でも、調査が必要と回答した自

治体は半数以上にのぼった。震災がおこる前に、ア

スベスト調査を実施することにより、建物に潜在す

るリスク要因を知り、震災後のアスベスト対策が迅

速かつ円滑に行われることが期待される。

５）緊急時のアスベスト含有建材への対応、（半）倒

壊建物のアスベスト除去工事

　レベル 1 および 2 のアスベスト含有建材は大気汚

染防止法により密閉養生内で負圧を保ちながら除去

工事を行う必要があるが、倒壊の危険のある（半）

倒壊の建物ではそのような工事が困難または不可能

な場合がある。自治体への聞き取り調査から、震災

当初の段階では倒壊の危険のある建物はアスベスト

含有建材の可能性のある材料が使用されていたとし

ても調査せずに解体したことが分かっている。この

ような当初の緊急性のある解体工事については国か

らの基準を示す通知などがなく、自治体が各自の判

断で実施したと思われる。また環境省は震災後最初

に出したアスベスト関連の文書により、「破棄物処理

法上倒壊建物のアスベストは『廃石綿』」にあたらな

い」旨が拡大解釈され、吹付け材の施工されている

建物が対策なしで解体されていたことを指摘するア

スベスト除去業者もあった。今回の震災では、災害

発生当初の救助活動下でのアスベスト含有建材への

対応についての検討、また（半）倒壊建物の困難な

状況下でのアスベスト除去作業の技術的な検討につ

いて各現場で判断され、全体的な蓄積が十分にされ

ておらず、今後の課題となる。

６）大気中のアスベスト濃度

　2011 年 4 月から 2014 年 1 月にがれき仮置き場、

解体現場、仮設住宅など前述の建材の状況調査の過

程でアスベスト飛散の危険性が高いと思われた場所

270 点で、環境省アスベスト・モニタリングマニュ

アル第 4 版の偏光顕微鏡法により気中アスベスト濃

度測定を実施した。仮置き場内でアスベスト含有の

成形板をトラックから降ろす作業の直近では短時間

の測定により、アスベスト繊維濃度 34f/L の濃度を

示した。この測定は作業場内の濃度である。一般環

境では、被災した吹付けアスベストのある建物の周

辺でアスベスト繊維濃度 2.3f/L を示した。吹付け材

と一致する角閃石アスベストが確認されており、吹

付け材からの飛散と考えれる。この結果は自治体へ

報告し、シートで覆うなどの対策の後は濃度が低下

した。これら２点を除いて気中アスベスト濃度が

1f/L を超えた測定点はなかった。この調査の範囲で

は、環境中に高濃度のアスベストが広範囲に飛散し

たことはなかったと考えられる。

　2011 年の測定値は総粉じん濃度平均 1.8f/L、ア

スベスト濃度 0.8f/L であったが、2012 から 2014

年の測定値は総粉じん濃度平均 0.5f/L、アスベスト

濃度 0.08f/L であった。測定点が異なり、サンプリ

ングの際の採気量も異なるため単純な比較はできな

いが、震災後早い時期（4 月から 6 月）はそれ以降

よりも粉じん濃度が高く、アスベストを含む繊維も

多く飛散していたと考えられ、防じんマスクなどの

粉じん対策の必要性を示唆している。　
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７）自治体、行政の対応

　活動の中で、自治体による優れた対応がみられた。

一例としては、①解体現場への散水車の貸与、②吹

付け材などレベル 1,2 建材の調査と除去工事の実施、

③行政による解体事業者への教育の実施、④アスベ

スト含有建材の判別研修の実施、⑤アスベスト含有

建材の自主回収、⑥モニタリング等々である。震災

後の非常に負担が重いなかで、重要かつ効果的な対

策を採った自治体が存在したことは特筆すべきで、

特にレベル 1,2 の建材が発見され、関係法令を遵守

して除去されようとした点は評価できる。

　反面、自治体へのアンケート調査では、およそ 4

割の自治体でアスベスト含有建材特にレベル３建材

の量的な把握ができておらず、自治体発注の工事で

もアスベスト対策工事の件数が把握されていないこ

とが明らかになった。

　この状況の大きな要因は、被災した 32 市町村の

うち、大気汚染防止法上の規制を実行している自治

体は、宮古市、仙台市、いわき市の 3 市のみで、他

の 29 自治体はアスベストに日常的に関わる部署が

なく、アスベスト担当者もいない点にあると思われ

る。平常時にアスベストに関わる担当者がいない市

町村で、震災後の非常時にアスベスト対策を考慮し

て建物の解体とがれき処理ができると期待すること

には無理があり、こうした体制を見直す必要がある。

当面の対策として、都道府県の保健所、労働基準監

督署との連携を強化し、非常時の支援の方法を防災

計画等に入れて備える必要がある。

２．建材の分析について
　石綿障害予防規則では建材中のアスベスト含有の

有無は JIS A 1481（以下 JIS 法）によることが通達

により求められている。しかし JIS 法では、試料を

粉砕しなくてはならず、そのため局所排気装置のよ

うな安全設備が必要であり、また JIS 法で必須の X

線回折法の装置は基本的に移動できるものでなく、

従って分析設備のある場所でなければ分析ができな

い。また ISO 法と比較して分析に時間と費用がかか

りる。しかし被災地建築物やがれきの中の建材の分

析では、多数の試料を迅速に分析することが理想的

である。JIS 法に替わる方法として、ISO22262-1 の

方法による実体顕微鏡と偏光顕微鏡を使用する方法、

また更に簡潔に分析できる実体顕微鏡またはルーペ

による分析方法を検討する必要があると思われた。

被災地での建材中のアスベストの迅速な分析方法に

ついては、環境研究総合推進費補助金研究「災害廃

棄物の処理における石綿の適正処理に関する研究」

で検討する。

３．リスクアセスメントとその共有、リスクコミュ
ニケーションとリスク対策
　住民への意識調査の結果が示すように、被災地で

のアスベストへの関心は「クボタ・ショック」を経

験した関西と比較して低い。被災地を調査している

と、ほとんどの人がアスベスト含有建材についての

知識を持っていないことに驚かされた。年間 1,400

人がアスベストが原因の中皮腫で死亡しており、そ

の原因が身近に大量に残され、震災によりそのリス

クが高まっていることが理解されていない。アスベ

ストについて漠然と知っているが、身近な建材への

含有、曝露防止などの有用な情報が乏しい。地震と

津波から身を守ることと同様に、地域や学校での宣

伝と教育が必要と思われた。また被災地での石綿対

策は復興の遅れや妨げになると考えている人が少な

くない状況もあった。そのような中で関係者がアス

ベストのリスク認識を持ち、対策に容易に取り組め

るための創意工夫が重要と思われた。

　今回の調査・活動でのリスクコミュニケーション

としては、４回のシンポジウム、住民向けの説明会、

相談会などの企画に行政関係者、アスベスト関連企

業も参加してもらうことにより、意見交換の場を提

供することができた。マッピング、気中濃度測定、

現場調査や聞き取り調査などの複数の方法による

NPO 独自の調査結果報告とマスクフィット研修、ア

スベスト含有建材の見分け方などの実践的な企画の

効果が実感された。アスベストに限らず被災地のリ

スク管理をテーマとする協議の場を設ける「枠組み」

を作ることの必要性がある。

　2012 年以降の調査では石巻市、気仙沼市、女川

町、南相馬市を特定して調査と活動を行うことによ

り、住民、地元の関係者、行政との関係を築くこと

ができた。特に石巻赤十字病院とのマスクフィット

講習などの協力関係、石巻市災害廃棄物対策課への

石綿作業特別教育の提供は現場レベルでの石綿対策
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を進める上で有効であった。NPO の問題提起者とし

ての役割は重要だが、関係性を築き、問題解決へ向

けた前向きな役割を果たすことも重要であり、特に

災害時の混乱と資源不足の状況においては、その役

割が求められると思われた。

４．労働者教育
　本調査に関連して、被石綿作業特別教育の受講者

450 名、石綿作業主任者技能講習の修了者 89 名に

労働者教育が実施された。特別教育受講者への受講

前後のアンケート調査では、知識と対策の面で改善

がみられた。一方、受講後 6 か月から 1 年 7 か月後

に郵送によって実際されたアンケート調査では、ア

スベスト含有建材の取り扱いのある作業者でも非破

砕で除去は 25% に過ぎず、特殊健康診断を受けてい

る者は 1.9% であった。特別教育によって作業者の

意識が改善されても、実際の現場作業では、手間と

費用がかかる対策が採られておらず、教育が現場の

改善につながっていない現状がある。アンケート調

査から震災以前から解体業に従事していた作業者は

5% に過ぎず、事業者も解体業以外であった可能性も

あり、多くの事業者は小零細であることも推察され

る。事業者への教育と支援も必要性があると思われ

る。また労働安全衛生法に定められている特別教育

の内容と効果についても検討が必要と思われる。　

5．これからのアスベスト対策について
　欧米などかつて石綿を大量に使用して現在は禁止

または事実上禁止となっている諸外国での既存石綿

含有製品対策の軸は、リスクアセスメントとリスク

情報の共有による対策である 20,21)。2013 年３月欧

州議会は既存アスベスト廃止の展望に関する決議を

採択した。それは調査に基づくリスク評価、リスク

管理、計画的かつ安全な除去により、2028 年まで

に EU にアスベストゼロ社会を実現するという方針

を打ち出している 22）。

　アスベストという実際の被害を発生させている発

がん物質が身の回りに大量に残されており、震災時

や解体・除去時に飛散し、ばく露を受けるリスクが

ある現実を多くの人は知らない。震災後にアスベス

ト調査を行うことは限界があり、危険でもある。発

生しうるリスクを知り、対処法を決めておくことが

リスク低減の基本である。震災が起こる前に建物の

アスベスト使用状況を調査して、記録しておくこと

が重要である。

　残された含有建材は潜在的なリスク源となる。リ

スクの大きさは建材の種類、状態、石綿の種類と量、

曝露可能性のある人の数と年齢などによって異なる。

そして建物所有者、利用者、周辺住民、解体事業者、

石綿除去事業者、労働者などの関係者が、石綿の除

去により利益を受ける者、リスクを負う者として、

ときに利害を対立させながら関与する。当事者の参

加によってリスクを評価し、高いものから対策をと

り、低減させることがリスク管理の発想であり、現

代の複雑なリスクに対処するための基本的な手法で

ある。石綿のリスクは重大かつ複雑であり、EU 決議

がリスク管理による石綿対策を打ち出していること

は理にかなっている。

　一方、日本ではリスク管理の考え方が十分に根付

いているとは言えない状況がある。労働安全衛生の

世界では、リスクアセスメントが管理手法として登

場しているが、基軸となる発想は法律で規制すると

いう法規準拠型で、リスクアセスメントは指針でし

かない。一般の人々は、自宅などの身近に発がん物

質のリスクが存在すること自体が許容できないと考

える人々と、よくわからないけれども大丈夫だろう

と考えるまたは関心がない人々に二分される場合が

多い。事業者や自治体も住民に要求されて「絶対に

大丈夫」と根拠なく保証し、漏洩事故が起きても「測

定値は基準値以下だから安全です」と科学的に誤っ

た説明で収拾しようとし、リスクに向き合いながら

対処するケースは少ない。これからの石綿対策のた

めに、当事者の参加によるリスク管理を軸としたリ

スク低減化が重要であり、今後も起こりえる震災を

考慮するならば、ゼロ・アスベスト社会への計画を

つくり、目標をもって社会の負ったリスクを解消す

ることが望まれる。

６．考察のまとめ
　①被災地でのアスベスト対策の継続、②リスク管

理を軸としたアスベスト対策、③アスベスト除去時

の対策の徹底、④平時のアスベスト含有建材調査、

⑤ゼロ・アスベスト社会への計画策定、が重要である。
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VIII. 提言

1. 被災地でのアスベスト対策
　岩手県、宮城県では被災した建物の解体とがれき

の処理は終了しつつあるが、福島県では今後も継続

される。東日本大震災被災地のアスベスト対策とし

て、また今後震災が発生した場合に採るべき対策と

して以下を提言する。

①被災した建物の解体とがれきの処理を発注する地

方自治体は、建物とがれきにアスベストが含まれる

ことを前提としてリスク管理を主導することと、県

と国はそのための技術的な支援をおこなうこと。

②関係する行政機関は、吹付け材など飛散性の高い

アスベスト含有建材除去作業への監視監督を強化し、

そのために技術的な支援をすること。

③地方自治体は、全ての建物にアスベスト含有建材

が使用されている可能性があるとの認識に立ち、関

係法令遵守と飛散防止対策を業者選定の条件とする

こと。

④がれき仮置き場の管理者としての行政機関は、ア

スベスト含有建材の分別回収と管理を強化すること。

⑤行政機関はスレート板などの成形板は除去する際

に湿潤化し破砕せずに除去・回収することを周知徹

底し、そのための技術的な支援をすること。

⑥アスベスト含有建材は再利用しないことを周知徹

底すること。

⑦行政機関が石綿特別教育、石綿作業主任者技能講

習を提供すること。

⑧震災後の解体作業、がれきの除去作業、がれきの

分別作業に従事したときは記録を残すこと。

⑨解体作業に従事した作業者が石綿健康管理手帳を

取得できるように地方自治体、事業者に周知するこ

と。

⑩改修によってアスベスト含有スレート板と新しい

アスベストを含有しないスレート板が混在してしま

う場合は、新旧の区別を記録し、保存すること。

⑪住宅地域や学校などの近くにはがれきの仮置き場

は設置しないこと。

⑫がれき中のアスベスト含有建材の分別作業は研修

を受けた者が行い、定期的に分別の精度を確認する

こと。

⑬がれき仮置き場とその周辺、アスベスト除去と解

体工事での気中アスベスト濃度測定を実施すること。

⑭アスベストの危険性、アスベスト含有建材の特徴、

曝露防止対策などの基本的な知識を普及するために

パンフレットとポスターを活用すること。

⑮地域、ボランティア団体、学校などで、例えば防

じんマスクの使い方講習などとあわせてリスク教育

とリスク低減のための協議をおこなう企画を開催す

ること。

2. 今後のアスベスト対策
　リスクアセスメント、リスクコミュニケーション、

リスク対策という一連のリスク管理を軸としたアス

ベスト対策へのシフトが重要である。建物所有者は

アスベストの使用状況を調査し、適切な管理、除去

について責任を負う。使用者は労働者のアスベスト

リスクを把握し、リスク管理が求められる。これら

の過程には適切な枠組み、方法、資格が必要であり、

さらに日本の場合は地震、津波と火山の噴火などリ

スクも考慮する必要がある。

①建物所有者はアスベスト含有建材の調査を行い、
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関係者に必要な情報を与えるとともに、定期点検に

よってリスク管理をおこなうこと。

②事業者は労働者のアスベスト・リスクについて評

価、管理、対策を行うこと。

③アスベストの調査、分析、管理、除去のための方

法と資格制度、精度管理体制を確立すること。

④特に煙突用断熱材について、リスク管理を徹底す

ること。

３. 震災、津波などの災害に備えて
　地震、津波、火山の噴火などの自然災害が近い将

来発生することは確実と言われている。阪神淡路大

震災と東日本大震災でのアスベスト対策の教訓を活

かすために、さらに以下の対策を提言する。

①震災前に建物のアスベスト含有建材の場所と量を

調査、記録し、行政が管理すること。

③吹付け材など飛散性の高いアスベスト含有建材は

計画的に除去すること。

④行政は災害復興の一部分としてリスク管理を位置

付け、防災計画にアスベストを含む建物の有害物質

対策を盛り込むこと。

⑤防じんマスクと取扱説明書を備蓄し、またマスク

フィットインストラクターを養成し、防じんマスク

の配布と研修を災害時の手続きとすること。

⑥アスベストなどの身の回りのリスク対策について

の教育を通常時に行うこと。

４. 今後のアスベスト除去工事と解体工事での対策
　東日本大震災被災地でのアスベスト調査を通じて、

アスベスト除去工事と建物の解体時における日本全

体のアスベスト対策の課題が明らかになった。　

①レベル１、２のアスベスト除去工事業はライセン

ス制または登録制にすること。

②アスベスト除去工事の監視体制をつくり、行政の

立入り権限を強化すること。

③気中濃度測定を義務化して自治体または第三者機

関が実施すること。

③除去後の完成検査を必須として、自治体または第

三者機関が実施すること。

④自治体、労働基準監督署のアスベスト対策の人員

を強化すること。

⑤違反事業者への罰則を強化すること

⑥アスベスト関連作業の事業者への技術的な支援を

行うこと。

⑤アスベスト除去工事の情報を住民に公開すること。

⑥成形板等のアスベスト含有建材の除去工事を届出

制として、自治体または第三者機関が監視すること。

５. ゼロ・アスベスト社会への計画
　アスベストは 20 世紀後半の企業の産業活動の結

果として社会が負ったリスク要因である。2004 年

最後に製造されたアスベスト含有建材が処理される

までの長期間にわたる管理が必要である。ゼロ・ア

スベスト社会実現への計画をつくり、目標をもって

社会の負ったリスクを解消することが望まれる。

①ゼロ・アスベスト社会の実現へ向けて計画を策定

すること。
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IX. 資料
1. 東日本大震災後のアスベスト対策の経過

省庁関連の動き 本活動関連の動き
2011 3.11　東日本大震災発生

3.18　厚労省「東北地方太平洋沖地震による災害復旧工事
　における労働災害防止対策の徹底について」
3.19　環境省「廃石綿が混入した災害廃棄物について」
3.23　環境省「東北地方太平洋沖地震における呼吸用保護
　具の増産について（依頼）」
3.28　厚労省「東北地方太平洋沖地震による災害復旧工事
　における労働災害防止対策の徹底について（その２）」
3.28　環境省「東北地方太平洋沖地震の被災地におけるア
　スベスト大気濃度調査について」

3.26　仙台市で調査

4.5　環境省「東日本大震災の被災地におけるアスベストに
　関する正しい知識の普及啓発と使い捨て式マスクの無償
　配布について」
4.8　環境省「被災地におけるアスベスト大気濃度調査の情
　報共有の依頼及び実施協力の申出があった地方公共団
　体、測定事業者の情報提供について 」
4.22　厚労省「東日本大震災に係るがれき処理に伴う労働
　災害防止対策の徹底について」
4.28　環境省「防じんマスクの確保について」
4.28　環境省「東日本大震災の被災地において活動するボ
　ランティア等に対する防じんマスク着用の周知徹底等に
　ついて」

4.10　宮城県南三陸町で調査
4.23-25 宮城県仙台市、塩釜市、石巻市、気仙沼市で　
　調査
4.29-30　岩手県山田町、一関市、宮城県気仙沼市で
　調査

5.9　環境省「東日本大震災により特に必要となった一般廃
　棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関
　する法律施行規則第12条の７の16に規定する環境省令
　で定める一般廃棄物の特例に関する省令」
5.10　厚労省「東日本大震災の復旧工事における船舶の解
　体等作業に係る労働災害防止対策の徹底について」
5.11　環境省・厚労省　第１回東日本大震災アスベスト対
　策合同会議
5.16　環境省「東日本大震災の被災地におけるアスベスト
　大気濃度調査（第１次モニタリング）の協力依頼につい
　て」
5.27　厚労省　 東日本大震災に係るがれき処理に伴う労
　働災害防止対策の徹底について 
5.30　環境省・厚労省　第2回東日本大震災アスベスト対
　策合同会議

5.3-4　岩手県大船渡市、釜石市、大槌町などで調査
5.8-9　岩手県大船渡市、陸前高田市、宮城県気仙沼市
　などで調査
5.14　石巻赤十字病院にてマスクフィット研修会開催

6.30　厚労省「石綿等が吹き付けられた建築物等からの石
　綿等の飛散及びばく露防止対策の徹底について」
6.30　環境省　「石綿等が吹き付けられた建築物等からの
　石綿等の飛散及びばく露防止対策の徹底について」
6.30　環境省「東日本大震災による津波により打ち上げら
　れた船舶の解体等作業における大気汚染防止法の取扱
　いについて」

6.13-17　仙台市、名取市、女川町、石巻市にて調査
6.18　石巻赤十字病院にてマスクフィット研修会開催

7.4　環境省「東日本大震災の被災地におけるアスベスト　
　大気濃度調査（第２次モニタリング）の協力依頼につ　
　いて」
7.15　環境省　災害廃棄物処理優良取組事例集
7.14　環境省・厚労省　第3回東日本大震災アスベスト対
　策合同会議"

7.1　「東日本大震災後の被災地におけるアスベストの
　状況調査報告書（第１報）発表
7.26　ASTM Johnson Conference (米国、バージニ
　ア州）にて発表”Conparative study between JIS A 
　1481 and ISO/DIS 22262-1"
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省庁関連の動き 本活動関連の動き
2011 8.4　日本産業衛生学会　第1回震災関連石綿・粉じん等

　対策委員会
8.12　環境省「東日本大震災の被災地における被災建築
　物の石綿使用状況の把握及びボランティア等に対する
　石綿ばく露防止対策の周知について（依頼） 」
8.12　厚労省「東日本大震災の復旧工事における船舶の
　解体等作業に係る労働災害防止対策の徹底について」
8.18　環境省　東日本大震災により生じた災害廃棄物の
　処理に関する特別措置法
8.30　厚労省　災害廃棄物の処理における労働安全衛生
　対策に係る発注者の配慮等について
8.31　厚労省　東日本大震災による災害復旧工事におけ
　る労働災害防止対策の徹底について（その４）～地震・
　津波により被害を受けた建築物等の解体工事関連～

8.5-7　仙台市で相談会、シンポジウム、マスクフィット研
　修会
8.31　石巻市で調査

9.14　環境省「東日本大震災の被災地におけるアスベスト
　大気濃度調査（第3次モニタリング）の協力依頼につい
　て」
9.15　環境省「ボランティア等に対する石綿ばく露防止教
　育の実施について（依頼）」

9.11　フジテレビ「新報道2001」にて活動紹介

10.6　環境省・厚労省　第4回東日本大震災アスベスト対
　策合同会議
10.21　厚労省　東日本大震災復旧・復興工事関係者連
絡会議及び工事エリア別協議組織の設置について
1　0.21　日本産業衛生学会　第2回震災関連石綿・粉じ
　ん等対策委員会

10.14　建通新聞にインタビュー記事掲載

11.24　厚労省　東日本大震災の復旧工事において使用
　する呼吸用保護具の取扱いに関する特例の廃止につい
　て
11.28　環境省「建築物等の解体工事に係る発注時におけ
　る石綿飛散防止対策の徹底について」

11.1　労働の科学11月号に投稿記事「被災地のアスベ
　ストの状況とばく露防止対策の重要性」
11.18　Asia Asbestos Initiative（釜山、韓国）にて発　
　表”Impact of asbestos containing debris of 
　Northeast earthquake in Japan”

12.7　環境省「東日本大震災の被災地におけるアスベスト
　大気濃度調査（第4 次モニタリング）の協力依頼につい
　て」
12.8　環境省「東日本大震災の被災地へのボランティアツ
　アー企画における啓発のお願い」
12.22　環境省・厚労省　第5回東日本大震災アスベスト
　対策合同会議

12.11-14　石巻市、女川町などで予備調査

2012 1.21-24　石巻にて調査（マッピングと気中濃度測定）
1.25　「環境と公害」誌に投稿記事「東日本大震災の被
　災地におけるアスベスト問題」

2.24　日本産業衛生学会　第3回震災関連石綿・粉じん等
　対策委員会
2.29　環境省「東日本大震災の被災地におけるアスベス
ト　大気濃度調査（第5次モニタリング）の協力依頼につ
　いて」

2.12-14　石巻市にて第1回調査の報告と協力要請
2.25　立命館大学 公開シンポジウム「災害時におけるア
　スベスト問題と健康被害」にて発表
2.26-27　石巻にて調査（マッピングと気中濃度測定）

3.14　環境省・厚労省　第6回東日本大震災アスベスト対
　策合同会議

3.3　神戸大学人文学研究科倫理創成フォーラム「地震
　災害とアスベスト問題――阪神淡路・東日本大震災の
　経験と現状から」にて発表
3.7-8　国際労働衛生委員会会長と共に仙台、石巻を視
　察
3.20　石巻労働会館にて企画「アスベストから石巻を守
　ろう！がれきや建物にひそむアスベスト対策にどう取り
　組むか」開催
3.31　「東日本大震災の被災地におけるアスベストの状
　況　石巻アスベスト・プロジェクト報告書」発表

4.17　環境省　広域処理の方法（告示第76号） 4.24-26　石巻市、保健所、労働基準監督署などへ活動
　の報告
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省庁関連の動き 本活動関連の動き
2012 5.12-13　女川町にて調査

5.17　石巻市河北総合センターにて石綿作業特別教育　54
　名受講
5.18　石巻市河北総合センターにて石綿作業特別教育　77
　名受講
5.20-21　気仙沼市にて調査
5.21　石巻市桃生支所にて石綿作業特別教育　68名受講
5.31　石巻かほく紙に投稿記事掲載

　 6.27　環境省　中央環境審議会大気環境部会石綿飛
　散防止専門委員会（第1回）
6.28　環境省・厚労省　第7回東日本大震災アスベス
　ト対策合同会議

6.14-15　石巻市河北総合センターにて石綿作業主任者技　
　能講習
6.16-18　気仙沼市にて調査
6.23-24　神戸大学人文学研究科の被災地調のため石巻、東
　松島訪問

7.7　日本産業衛生学会　第4回震災関連石綿・粉じ
　ん等対策委員会
7.20　環境省　中央環境審議会大気環境部会石綿飛
　散防止専門委員会（第2回）
7.31　厚労省通達「煙突内部に使用される石綿含有
　断熱材に係る留意事項について」

7.3　石巻市河北総合センターにて石綿作業特別教育　72
　名受講

8.9　環境省　中央環境審議会大気環境部会石綿飛
　散防止専門委員会（第3回）
8.27　環境省　中央環境審議会大気環境部会石綿飛
　散防止専門委員会（第4回）

8.20-23　気仙沼市にて調査
8.29-30　石巻市河北総合センターにて石綿作業主任者技　
　能講習
8.30-31　女川町にて調査

9.4　環境省・厚労省　東日本大震災アスベスト対策
　合同会議による現地視察（石巻市内）
9.26　環境省　中央環境審議会大気環境部会石綿飛
　散防止専門委員会（第5回）

9.14　第53回大気環境学会（神奈川大学）にて発表「煙突用
　石綿断熱材からの石綿飛散について」
9.22　女川町にて調査報告相談会
9.29　気仙沼市にて調査報告相談会

10.5　環境省・厚労省　第8回東日本大震災アスベス
　ト対策合同会議
10.24　環境省　中央環境審議会大気環境部会石綿
　飛散防止専門委員会（第6回）
10.25　厚労省通達「建築物の解体等の作業におけ　
　る石綿ばく露防止対策の徹底について～第8回東日
　本大震災アスベスト対策合同会議の専門家意見を
　踏まえ～」

10.7　亀戸文化センター（東京都）にて企画「緊急シンポジウ
　ムアスベストにご用心　建築物の解体・改修におけるアス
　ベストの適正処理」開催
10. 9　NHK「おはよう日本」で活動紹介
10.17　NHK「おはよう日本」で活動紹介
10.19　建通新聞にインタビュー記事「どこででも起こりえる　
　飛散」掲載
10.22　第23回廃棄物資源循環学会年会（仙台国際センタ　
　ー）にて報告「被災地におけるアスベスト問題」

11.21　環境省　中央環境審議会大気環境部会石綿
　飛散防止専門委員会（第7回）

11.10　明治大学第28回社会科学研究所シンポジウムにて
　発表「東日本大震災のアスベスト問題」
11.14　第52回日本労働衛生工学会（福岡）にて発表　　「
　ISO22262-1による建材等の石綿含有分析の実際」
11.29　石巻市にて調査

12.5　環境省　中央環境審議会大気環境部会石綿飛
　散防止専門委員会（第8回）
12.20　環境省・厚労省　第9回東日本大震災アスベ
　スト対策合同会議

12.8　石巻市河北総合センターにて企画「被災地のアスベス
　ト除去工事を検証する集い」開催
12.9　東京都医療社会事業協会による被災地視察を企画、
　同行

2013 1.7　厚労省　通達「建築物の解体等の作業におけ　
　る石綿ばく露防止対策の徹底について～第9回東日
　本大震災アスベスト対策合同会議の専門家意見を
　踏まえ～」
1.25　日本産業衛生学会　第5回震災関連石綿・粉じ
　ん等対策委員会

1.11　毎日新聞に活動紹介の記事
1.12　石巻労働会館、神戸市勤労会館にて企画「震災とアス
　ベスト　1.17から3.11へ」開催
1.28　ABC（オーストラリア放送協会）で被災地のアスベスト
　問題についてインタビュー放映”Tsunami leaves Japan 
　with toxic asbestos legacy”
1.18-19　女川町にて調査
1.20　女川町清水仮設住宅にて調査報告相談会
1.27　第1回石綿問題総合対策研究会（東京工業大学）にて
　発表「東日本大震災被災地における石綿対策の実例」

　 2.8　東京労働安全衛生センター定例会「アスベスト対策のい
　ま　大気汚染防止法改正をめぐって」
2.17-19　気仙沼市にて調査
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省庁関連の動き 本活動関連の動き
2013 3.14　環境省・厚労省　第10回東日本大震災アスベ

　スト対策合同会議
3.20　仙台市にて企画「アスベスト被害のない被災地の復　
　興を東日本大震災から２年、これからのアスベスト対策を　
　考える集いin仙台」開催

　
5.15　日本産業衛生学会　震災関連石綿・粉じん等
　対策委員会報告

5.15　日本産業衛生学会にて口演「東日本大震災における石
　綿対策の実例」
5.20-21　福島県南相馬市で調査

6.4　石巻市河北総合センターにて石綿作業特別教育　43
　名受講
6.5　石巻市桃生総合支所にて石綿作業特別教育　54名受
　講

7.12　環境省　中央環境審議会大気環境部会石綿飛
　散防止専門委員会（第9回）
7.25　環境省・厚労省　第11回東日本大震災アスベ
　スト対策合同会議

7.10-11　石巻市河北総合センターにて石綿作業作業主任者
　技能講習　21名受講
7.29-8.4　宮城県気仙沼市、女川町、石巻市で調査、相談会

8.2-4　神戸大学人文学研究科の被災地調査に協力
8.12-13　南相馬市で調査
8.29　石巻市で日本労働安全衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ会宮城支部石巻
　健康影響調査班「震災被災地の石綿・粉じん等環境と健康
　影響調査報告会」にて報告

10.23　環境省　中央環境審議会大気環境部会石綿
飛散防止専門委員会（第10回）

10.8-9　南相馬市で調査
10.31　福島県安達郡大玉村にて石綿作業特別教育　49名
　受講

11.29　環境省・厚労省　第12回東日本大震災アスベ
スト対策合同会議

11.1　南相馬市で石綿作業特別教育　33名受講
11.8-10　南相馬市、浪江町で調査
11.16　広島市で市民公開講座にて報告
11.20-21　南相馬市、女川町、石巻市にて調査
11.30　石巻市で調査と企画「アスベスト被害のない被災地
　の復興を！東日本大震災のアスベスト対策を考える集い
　in石巻」開催
11.30-12.1　石巻市、女川町で調査

　 12.14　静岡県浜松市で日本産業衛生学会東海地方会東海
　産業衛生技術部会第5回特別企画にて報告
12.31　朝日新聞に活動紹介記事

2014 1.18-19　気仙沼市で調査と企画「アスベスト被害のない被
　災地の復興を！東日本大震災のアスベスト対策を考える集
　いin石巻」開催

2.1-2　第2回石綿問題総合対策研究会で報告

3.25　環境省・厚労省　第13回東日本大震災アスベ
　スト対策合同会議

3.12-13　気仙沼市で調査
3.21　仙台市で企画「アスベスト被害のない被災地の復興
　を！ 東日本大震災のアスベスト対策を考える集いin仙台」
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２．住民の意識調査結果 
1.方法 
　2013年7月29日から2014年1月19日に石巻市、女川町、気仙沼市にて被災住民に直接対面して口頭での聞き取り調
査。95人から回答を得た。 !
2.結果 
1)性別、年代 

2)アスベストについて知っていますか？ 

　　知らない： 
　　10代（男４、女４）8名 
　　70代（女）5名 !
　知っていると回答した人80人の知っている内容 

　 
　具体的な内容 
　　建物関連 
　　・鉄骨吹付に使用。自分の店に吹付があり解体工事が大変だった。 
　　・近くの建物に吹付があり飛散した可能性がある。（吹付け7人） 
　　・建物の天井裏の吹付を見たことがある。 
　　・学校の建物に使用。（学校について7人） 
　　・冷蔵庫、冷凍庫、台所、船の機関室、倉庫、魚加工工場、煙突に使用。 
　　・壁材、波板スレート、フレキシブルパネル、断熱材、Pタイル。 
　　・建物の解体工事で飛散する。（解体6名、飛散4名） 
　　疾患関連 
　　・健康被害・ガンなど（22名） 
　　・肺の疾病（12名）・肺ガン（5名）、中皮腫（4名） 
　　・遅れて発症、何年後かに肺ガンになる。（晩発性疾患を指摘3名） 
　　・クボタなどのアスベスト工場で発症（２名） 
　　名称は知っているが説明不能： 
　　　60代（男１、女３）4名 
　　　70代（男０、女６）6名 
　　　80代（男２、２）4名 

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 不明 計
男 6 1 2 0 4 10 8 4 1 1 37
女 5 3 9 6 6 10 16 3 0 0 58
計 11 4 11 6 10 20 24 7 1 1 95

男（人） 男（％） 女（人） 女（％） 計（人） 計（％）

知っている 33 89.2 47 81 80 84.2

知らない 4 10.8 11 19 15 15.8

説明なし 2 5.4 8 13.8 10 10.5

建材への使用、解体時の注意 20 54.1 24 41.4 44 46.3

健康被害 18 48.6 30 51.7 48 50.5

TV・新聞で見たことがある程度 2 5.4 4 6.9 6 6.3

男（人） 男（％） 女（人） 女（％） 計（人） 計（％）
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!!
3)広報や報道で被災地のアスベストについて見聞きしたことがありますか？ 

　　何から情報を得たか 

!
　　どのような情報を得たか 

!
4)被災地にアスベスト含有建材のある建物、がれきがあることを知っていますか？ 

!
  何から知ったか 

人数 ％(95人中）
広報のみ 0 0
ＴＶ 39 41.1
新聞のみ 0 0
広報とTV 2 2.1
広報と新聞 2 2.1
広報＆TV＆新聞 1 1.1
ＴＶ＆新聞 4 4.2
あると回答だが詳細なし 9 9.5
回答なし　 4 4.2

人数 ％(95人中）
被災地のアスベスト 12 12.6
建物解体とがれき注意 15 15.8
アスベストに対する健康注意 8 8.4
建物解体とがれき注意とアスベストに対する健康注意 4 4.2
その他 5 5.3
NA 12 12.6

男（人） 男（％） 女（人） 女（％） 計（人） 計（％）
知っている 18 48.6 22 37.9 40 42.1
知らない 18 48.6 33 56.9 51 53.7
NA 1 2.7 3 5.2 4 4.2

男（人） 男（％） 女（人） 女（％） 計（人） 計（％）

ある 21 56.8 35 60.3 56 58.9

ない 15 40.5 20 34.5 35 36.8

NA 1 2.7 3 5.2 4 4.2

人数 ％(95人中)
他人から、噂 18 18.9
建物所有者、建設関係者から 4 4.2
行政・法人から 3 3.2
自分の目で 2 2.1
ＴＶ 1 1.1
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!
5)マスクの使用 

　　マスクの配布があったと答えた人は6人 !!
5)アスベストで気になることは？ 

人数 ％
解体・がれき・粉じん・アスベスト 27 28.4
粉じん＆呼吸器疾患 4 4.2
呼吸器疾患 5 5.3
子ども＆粉じん＆呼吸器疾患 2 2.1
子ども＆粉じん　　　　　　　　 3 3.2
子ども若者への心配 4 4.2
その他　飛散対策 2 2.1
気にならない 45 47.4
NA 3 3.2

男（人） 男（％） 女（人） 女（％） 計（人） 計（％）

使用あり 12 32.4 18 31 30 31.6
使用なし、NA 25 67.6 40 69 65 68.4
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3.　作業者向けアンケート結果 
1.方法 
　2012年と2013年に石巻市の石綿作業特別教育を受講した388人を対象として、2013年12月5日にアンケート用紙
を郵送し、返信してもらう方法で実施した。110人から回答を得た。 !
2.結果 
1)震災の前（平成23年3月以前）のお仕事は何ですか？ 

2)震災の前（平成23年3月以前）の住所はどこですか？ 

　　　宮城県以外の県：愛知県、茨城県、岩手県、兵庫県、広島県 
3)いつから被災地の建物の解体作業に従事していますか？ 

4)被災地の建物の解体作業ではどれくらいの規模の会社に所属していましたか？ 

5)石綿作業特別教育を受講したのはいつですか？ 

6)健康診断は受けていますか？ 

人数 %
宮城県 105 95.5
宮城県以外 5 4.5

人数 %
震災直後 55 50.0
半年後 30 27.3
1年後 19 17.3
2年後 2 1.8
NA 4 3.6

人数 %
解体業 5 4.5
解体業以外の建設業 71 64.5
建設業以外 32 29.1
NA 2 1.8

人数 %
1～5人 4 3.6
6～10人 50 45.5
11～30人 37 33.6
3１～50人 6 5.5
51人以上 10 9.1
NA 3 2.7

人数 %
2012年 61 55.5
2013年 43 39.1
不明 5 4.5
NA 1 0.9

人数 %
雇入れ時 6 5.5
年に1回 95 86.4
雇入れ時+年1回 1 0.9
半年に1回 3 2.7
受けていない 3 2.7
NA 2 1.8
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7)被災地の建物解体工事で波板スレートを解体・改修したことがありますか？ 

　 
8)被災地の解体現場で波板スレート以外のアスベスト含有建材を扱いましたか？ 

9)アスベスト含有建材はどのように取り扱いましたか？　（複数回答可） 

!
10)社長や上司から被災地のアスベスト含有建材に対する説明や注意を受けましたか？ 

　 
11)被災地の解体工事の際に散水する設備はありましたか？　 

!!!
　 

人数 %
はい 38 34.5
いいえ 63 57.3
わからない 9 8.2
NA 0 0.0

人数 %
常に 1 0.9
たまに 37 33.6
なし 55 50.0
わからない 14 12.7
NA 3 2.7

人数 %
散水した 47 42.7
特別教育後は散水した 12 10.9
割らないようにした 19 17.3
特別教育後は割らないようにした 11 10.0
バール破砕した 4 3.6
重機で破砕した 5 4.5
他と分けて袋詰め 38 34.5
他と一緒にした 2 1.8
コンクリートと一緒にした 0 0
わからない 8 7.3
その他 1 0.9
NA 28 25.5

人数 %
受けた 86 78.2
受けていない 11 10.0
わからない 4 3.6
NA 9 8.2

人数 %
いつもあった 66 60.0
だいたいあった 29 26.4
だいたいなかった 6 5.5
全くなかった 2 1.8
NA 7 6.4
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12)被災地の解体工事の際には防じんマスクを使用していましたか？ 

13)取替式防じんマスクのフィルターは支給されていましたか？ 

　 
14）防じんマスクの使い方を教えられましたか？ 

15)被災地の解体工事現場の様子は 

　 
16)その他、ご意見、気になる点などがありましたら自由にご記入下さい。 
　・解体作業にはあまり従事しなかった。　・アスベスト含有建材はフレコンバッグを２重にした。 
　・特別教育は参考になった。　　・がれきの分別作業でもアスベスト混入の可能性があった。　 
　・目に見えないので平気で作業していた。20年後どうなるか？　・事前調査が不十分だったのではないか。 !
3.抽出結果 
アスベスト含有建材取り扱いあり52人（質問7で「はい」または質問8で「常に」または「たまに」と回答）を抽出。 !
6)健康診断は受けていますか？ 

!

人数 %
取替え式防じんマスク 60 54.5
特別教育後は取替え式 23 20.9
使い捨て 16 14.5
取り替えと使い捨て 2 1.8
なし 2 1.8
NA 7 6.4

人数 %
支給あり 69 62.7
支給なし 25 22.7
NA 16 14.5

人数 %
特別教育で 72 65.5
会社から 27 24.5
特別教育と会社 5 4.5
教えてもらっていない 0 0.0

人数 %
非常にほこりっぽかった 32 29.1
だいたいほこりっぽかった 26 23.6
ほこりはそれほどでもなかった 44 40.0
全くほこりっぽくなかった 1 0.9
NA 7 6.4

人数 %
雇入れ時 5 9.6
年に1回 43 82.7
雇入れ時+年1回 1 1.9
半年に1回 1 1.9
受けていない 2 3.8
NA 0 0
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9)アスベスト含有建材はどのように取り扱いましたか？　（複数回答可） 

!
10)社長や上司から被災地のアスベスト含有建材に対する説明や注意を受けましたか？ 

!
11)被災地の解体工事の際に散水する設備はありましたか？　 

　 
12)被災地の解体工事の際には防じんマスクを使用していましたか？ 

!
　　 !!!!

人数 %
散水した 33 63.5
特別教育後は散水した 9 17.3
割らないようにした 13 25.0
特別教育後は割らないようにした 10 19.2
バール破砕した 2 3.8
重機で破砕した 4 7.7
他と分けて袋詰め 26 50.0
他と一緒にした 2 3.8
コンクリートと一緒にした 0 0.0
わからない 1 1.9
その他 0 0.0
NA 2 3.8

人数 %
あり 36 69.2
なし 10 19.2
わからない 3 5.8
NA 3 5.8

人数 %
いつもあった 32 61.5
だいたいあった 12 23.1
だいたいなかった 4 7.7
全くなかった 2 3.8
NA 2 3.8

人数 %
取替え式防じんマスク 33 63.5
特別教育後は取替え式 11 21.2
使い捨て 4 7.7
取り替えと使い捨て 0 0
なし 2 3.8
NA 2 3.8
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4.自治体アンケート結果 
1.方法 
　岩手県、宮城県、福島県の震災被害を受けた32市町村のがれき処理と被災建物対策の担当部署へ郵送の
方法でアンケート用紙を送り、19自治体から回答を得た。 !
2.結果 
1)アスベスト含有建材の量 
①津波堆積物中と災害廃棄物中のアスベスト含有建材の量の把握 

②アスベスト含有建材の量 

　津波堆積物中　0～3,942ｔ 
　災害廃棄物中　0～101,000ｔ !
2)津波堆積物中のアスベスト含有建材対策（複数回答） 

　　6)他 
　　　仮置き場へ搬入前に分別を行った。　4 
　　　搬入前分別、搬入後は機械により分別、N95マスク着用の徹底。　 
　　　可能な限り目視による分別をおこなった。　 
　　　無しなので分別作業は行っていない。　 
　　　県実施事業のため不明。　 !
　　津波堆積物の仮置き場への移動時期 
　　　2011年　 3月　7 
　　　　　　　　4月　8 
　　　　　　　　6月　1 !!!

自治体数 ％
全部把握 1 5
一部把握 10 53
把握していない 4 21
ない 4 21

自治体数 %
不明 4 21
0% 4 21
0.01％未満 2 11
0.01-0.1％ 3 16
0.1-1％ 3 16
1％以上 3 16

自治体数 ％
1)分別なし 2 11
2)契約事業者まかせ 8 42
3)混入を防ぐために点検 4 21
4)仕様書などに特記 2 11
5)分別のために作業者の教育を実施 8 42
6)他 8 42
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3)仮置き場でのアスベスト含有建材対策（複数回答） 

　　5)他 
　　　仮置き場へ搬入前に分別を行った　 
　　　産業廃棄物協会に加入する業者（石綿作業主任者等含む）を含め事業を実施。　 
　　　仮置き場搬入前にトンバック、専用ビニールで梱包。　 
　　　定期的なアスベストモニタリング。　 
　　　レベル3のみ仮置き。トンバック等に入れて保管　 
　　　散水による飛散防止。作業員へのマスクの着用。 !
4)自治体が発注した解体工事について 
①解体工事の開始時期 

②解体工事の終了（予定）時期 

③自治体が発注した解体工事件数 

④自治体が発注した解体工事のうちアスベスト対策工事（レベル1,2） 

!!!

自治体数 ％
1)なし 1 5
2)契約事業者まかせ 5 26
3)仕様書などに特記 1 5
4)アスベスト含有建材置き場設置 10 53
5)他 4 21

自治体数 ％
11年3月 4 21
11年4月 4 21
11年5月 4 21
11年6月 3 16
11年9月-12月 2 11
12年 2 11

自治体数 ％
11年度中 3 16
12年度中 4 21
13年度中 11 58
14年度中 1 5

件数 自治体数 ％
1～100 3 16
101～1,000 7 37
1,001～10,000 7 37
10,000以上 2 11

レベル1,2件数 自治体数 ％
0 7 37
1～10 3 16
10～100 3 16
不明、NA 6 32
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⑤自治体が発注した解体工事のうちアスベスト対策工事（レベル３） 

!
⑥自治体が発注した解体工事での仕様書などでへのアスベスト対策の記述（複数回答） 

　　　4)他 
　　　別紙にてアスベスト対策の文書を各業者へ通知した。　 
　　　42社で実施し、有資格者を持つ業者が他社の技術支援をした。 !
⑦自治体が発注した解体工事での法令遵守の管理監視体制（複数回答） 

　4)他 
　　解体現場でアスベストモニタリング調査 
　　自治体が特別教育を実施 !
7)仮置き場でのアスベスト含有建材の対策 

　　　6)他 
　　　分別の結果、アスベスト含有建材の発生がなかった。 
　　　ファイバーモニターで日常監視、3ヶ月ごとに公定法にて計測。　2 
　　　モニタリング　3 
　　　産業廃棄物協会に加入する業者（石綿作業主任者等含む）を含め事業を実施。 
　　　仮置き場搬入前にトンバック、専用ビニールで梱包。 
　　　袋に内容と排出者名を明記するよう指示。 
　　　分別の結果、アスベスト含有建材の発生がなかった。 

レベル3件数 自治体数 ％
0 7 37
1～10 2 11
10～100 0 0
100～1,000 1 5
1,000以上 1 5
不明、NA 8 42

自治体数 ％
1)なし 9 47
2)一般的な法令遵守 4 21
3)アスベスト対策を明記 6 32
4)他 2 11

自治体数 ％
1)なし 5 26
2)報告 8 42
3)定期的な視察 12 63
4)他 2 11

仮置き場での対策 自治体数 ％
1)特になし 3 16
2)専用の回収場所 8 42
3)湿潤化 2 11
4)防じんマスク 12 63
5)割らずに回収 3 16
6)他 6 32
NA 2 11
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!
8)回収されたアスベスト含有建材の処理 

        5)他 
　　　　アスベスト含有建材なし。　3 
　　　　安定型処分場へ　 
　　※1自治体が、1）と3）を選択 !
9)平時のアスベスト調査の必要性 

!
10)自由記入 
　環境省が一括してアスベスト除去に対して助成すべき 
　事前調査も有事の際には役立つが、広範囲に散乱した津波被災を考えると、廃棄物処理事業に関わる業者
等の知識や資格の取得の重要性が高い。 !!!!

処理 自治体数 ％
1)自治体が処理 5 26
2)県が搬送 7 37
3)未決 1 5
4)わからない 1 5
5)他 2 11
NA 4 21

平時の調査 自治体数 ％
1)全てのアスベスト含有建材について必要 7 37
2)レベル1,2について必要 4 21
3)不要 1 5
4)わからない 3 16
NA 4 21
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毎日新聞　2013 年 1 月 11 日

毎日新聞　2013 年 1 月 11 日

5. 新聞報道
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毎日新聞　2013 年 1 月 11 日
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東京新聞　2013 年 3 月 1 日
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朝日新聞　2013 年 12 月 31 日
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